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Ⅰ.政務活動費運用指針
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１ 総論                                

(1) 実費充当の原則

政務活動は議員又は会派の自発的な意思に基づき行われるものであり、政務活動

費は社会通念上妥当な範囲において政務活動に要した費用の実費に充当することを原

則とする。

政務活動費の充当に当たっては、収支報告書に支出の領収書その他の証拠書類の

写し（以下「領収書等」という。）及び参考資料の添付を必要とし、領収書等の添付

には「領収書等添付様式（様式１）」を用いるものとする。なお、交通費については、

「活動報告書兼支払証明書（様式２）」を用いた充当もできるものとする[※1]。

※1 様式２を用いて車両の燃料代に充当する場合は、同一月内において様式１を用いた燃料代へ

の充当はできない。ただし、各様式の充当対象となる車両が異なる場合は、この限りでない。

(2) 按分の考え方

議員活動は、議会活動、政務活動、政党活動、選挙活動、後援会活動、私人とし

ての活動等があり、一つの活動が政務活動としての性格とそれ以外の諸活動の性格を

同時に有し、渾然一体となっていることも多く、その内容は多岐にわたる。

そのため、政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は、まず明確に政務活動以

外と区分できる経費を除外した残額に政務活動費を充当できるものとする。それぞれ

の活動に係る経費を明確に区分し難い場合は、1/2の割合を限度として按分した額に

充当できるものとする。なお、按分に当たっては、活動時間、利用面積、活動の種類

等を基にした適切な割合とし、安易に1/2の割合とすることがないよう注意するもの

とする。

(3) 充当上限

調査研究費等の各項目に充当上限が定められている場合は、当該定めに従うもの

とする。

(4) 親族等との取引

親族又は親族が役員を務める法人（以下「親族等」という。）との取引に要した

経費については、他者との取引に要した経費以上に支出の妥当性が求められるため、

親族等との政務活動費に係る取引の有無に関わらず、「親族等との取引に関する申立

書（様式３）」を提出するものとする。なお、同一生計を営む親族との取引に要した

経費には充当できないものとする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必

要であり、当該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、Ａ

ＴＭによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該支払の相手

方の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様式１の余白に記

載するものとする。

さらに、親族の人件費に充当する場合は、以下に掲げる事項を遵守するものとする。

① 原則、雇用契約書[※2]の写しを提出するものとする。

② 社会通念上、妥当と認められる賃金水準とする。

※2 １～２日程度の短期雇用の場合には雇用契約書の提出は省略できるが、短期雇用でも継続

的又は反復的な場合には雇用契約書の提出が必要である。

(5) 政務活動を補助する職員に係る経費

議員の政務活動を補助する職員が当該政務活動に要した経費についても議員本人

の政務活動に要した経費に準じて充当できるものとする。



2

２ 調査研究費                            

〔使途〕

県の事務、地方行政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要する経費

(1) 交通費

① 自家用自動車を利用する場合は、政務活動のために移動した距離に長崎県議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「費用弁償条例」という。）に

定める単価（37円/km）を乗じて得た額を様式２に記載した上で充当する方法、

または燃料代支払額の1/2を上限として充当する方法のいずれかを選択できるもの

とする。なお、自家用自動車の利用に伴う経費に政務活動費を充当する場合は、

「自動車に関する報告書（様式４）」を提出するものとする。

② 領収書の受領が可能な交通機関（航空機、特急料金を伴う鉄道、高速バス、フェ

リー、ジェットフォイル、タクシー、レンタカー等）を利用した場合は、当該領

収書に基づき充当できるものとする。ただし、国内航空券のスーパーシート等の

特別料金及び海外航空券のファーストクラス料金には充当できないものとし、午

後11時から翌朝午前６時までの間に利用したタクシー代についても、原則、充当

できないものとする。

③ 領収書が発行されない交通機関（路線バス、路面電車、鉄道、地下鉄等）を利用

した場合は、様式２に活動内容、所要経費等を記載し、その実費に充当できるも

のとする。

(2) 宿泊費

① 宿泊費については、１泊２食の実費に充当できるものとする。ただし、用務地か

ら自宅までの距離が50㎞未満であり、かつ、帰宅予定時刻が午後11時以前である

場合は、原則、充当できないものとし、充当を希望する場合は理由書を作成の上

で議長の承認を得るものとする。

② 宿泊費への充当上限は、費用弁償条例の規定による宿泊費と宿泊手当（１夜に付

き、国内は2,400円、海外は国・都市ごとに定められた額。）との合算額とする。

ただし、合算される宿泊手当の額については、以下のとおりとする。

ア 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当の全額

イ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当

の３分の２の額

ウ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれない場合 宿泊手当の３分の

１の額

(3) 活動報告等

① 視察先が県外、海外又は県内のうち宿泊を伴う場合は、領収書等に行程表及び活

動報告書を添付し、視察先が県内日帰りの場合は、様式１の使途内容に活動内容、

相手方等を記載するものとする。

② 社会通念上妥当な範囲内で視察先へのお土産の購入費に充当できるものとする。

ただし、本県関係機関へのお土産には充当できないものとする。なお、贈呈に当

たっては、公職選挙法その他の法令に抵触しないよう留意するものとする。
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３ 研修費                               

〔使途〕

議員が開催する研修会、講演会等（共同開催を含む。）に要する経費及び団体等が開

催する研修会（視察を含む。）、講演会等への参加に要する経費

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交通費・宿泊費・活動報告等については、調査研究費に準じて取り扱い、開催案

内等の研修内容が確認できる資料を併せて提出するものとする。なお、当該開催案内

等で行程又は研修内容が確認できる場合は、当該開催案内等の写しの提出をもって行

程表又は活動内容の提出に代えることができるものとする。

(2) 会費

① 会費については、研修会等の参加のための参加費、負担金等のほか、年又は月単

位で納入する会費、負担金等にも充当できるものとする。ただし、ロータリーク

ラブ、趣味・娯楽等を目的とした団体、政党、宗教活動団体等への会費には充当

できないものとする。

② 会派又は議員だけのグループにより開催される研修会等の会費に充当する場合は、

領収書等に当該研修会等の収支・開催経費の一覧、参加者名簿、配付資料等を添

付するものとする。ただし、会費収入が開催経費を上回る場合又は政務活動に要

する経費として認められない経費が含まれている場合には、会費収入と開催経費

との差額又は対象外経費の割合に応じて、当該会費の額から減額して充当するも

のとする。

③ 本県議会の議員連盟の会費にも充当できるものとする。ただし、当該議員連盟の

事務局から示された充当可能額（会費収入に対する政務活動に要した支出の割合

により算出された額）を充当上限とする。

(3) 懇親会等の参加費

① 懇親会等の参加費については、政務活動として参加する場合、７千円を限度とし

て充当できるものとする。

② 忘新年会、慰労会等、社会通念上親睦のために開催されるものの参加費について

は、公的団体の主催で昼間に開催されるものを除き、原則、充当できないものと

する。また、参加者が本県議会議員及び本県職員のみの懇親会等の参加費につい

ても充当できないものとする。

③ 懇親会等の参加費への充当に当たっては、懇親会等が政務活動に当たるとの議員

の判断のもと、研修会等の主催者が発行する領収書のほか、開催案内、式次第等

の概要が確認できる資料を提出するものとする。なお、懇親会等の会場となった

飲食店等が発行する領収書、参加費の代わりとして購入した物品の領収書には充

当できないものとする[※3]。

※3 懇親会等の会場となった飲食店等が発行する領収書のうち、研修会等の案内により当該飲

食店等が当該研修会等の行事として使用されたことが確認できるものであって、かつ領収書

のただし書きに当該研修会等に係る懇親会等への参加費である旨の記載があるものについて

は、当該研修会等の主催者の発行する領収書とみなすものとする。

(4) 役員等を務める団体等の研修会等

議員が役員等を務める団体等の研修会等については、会議費に準じて取り扱うも

のとする。
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４ 広聴広報費                              

〔使途〕

県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

(1) 交通費・宿泊費

交通費・宿泊費については、調査研究費に準じて取り扱うものとする。

(2) 実態に応じた充当

① 広報紙等の印刷費への充当に当たっては、領収書等とともに、部数及び単価が確

認できる資料並びに広報紙の現物を提出するものとする。

② 政務活動費を充当する広報紙、ホームページ等に要する経費については、政務活

動以外の活動（後援会活動、政党活動、選挙活動等）の情報との混在がないよう

努めるものとする。やむを得ず、混在することとなる場合には、政務活動費以外

の情報を明確に区分した上で充当するものとし、明確に区分できない場合には1/2

の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

５ 要請陳情等活動費                         

〔使途〕

要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交通費・宿泊費・活動報告等については、調査研究費に準じて取り扱うものとす

る。なお、県主催の要望活動に同行するなど、主催団体の案内等で行程又は活動内容

が確認できる場合は、当該案内等の写しの提出をもって行程表又は活動内容の提出に

代えることができるものとする。

６ 会議費                              

〔使途〕

議員が開催する各種会議、住民相談会等に要する経費及び団体等が開催する意見交換

会等の各種会議への参加に要する経費

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交通費・宿泊費・活動報告等については、調査研究費に準じて取り扱い、開催案

内等の会議内容が確認できる資料を併せて提出するものとする。なお、当該開催案内

等で行程又は会議内容が確認できる場合は、当該開催案内等の写しの提出をもって行

程表又は活動内容の提出に代えることができるものとする。

(2) 会費・懇親会等の参加費

会費・懇親会等の参加費については、研修費に準じて取り扱うものとする。

(3) 役員等を務める団体等の会合

議員が他の団体の役員等を務めている場合、当該団体の理事会、役員会又は総会

への出席に要する経費には充当できないものとする。また、理事会終了後の意見交換

会等の参加費についても、主たる活動が役員等の立場で行ったものであることから、

充当できないものとする。
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(4) 出身校、職業、資格等により加入している団体の会合等

出身校、職業、資格等により加入している団体の会合等への出席に要する経費に

ついては、個人としての加入であり、充当できないものとする。

７ 資料作成費                            

〔使途〕

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

政務活動のために必要な資料の作成に要した経費について充当できるものとする。

８ 資料購入費                            

〔使途〕

政務活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

図書等の購入費への充当に当たっては、領収書等に書籍名が記載されていない場

合は、当該書籍の表題及び金額が確認できる参考資料を併せて提出するものとする。

９ 事務所費                              

〔使途〕

政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(1) 事務所の要件

事務所費に政務活動費を充当できる場合の「事務所」としての要件は、下記に掲げ

る事項を全て満たし、実際に政務活動に使用しているものでなければならない。

① 事務所としての外観上の形態を有し、公表していること（政務活動のために使用

する事務所として明示する看板、表札等の設置）。

② 事務所としての機能（事務スペース、応接・会議スペース、事務用備品等）を有

していること。

③ 原則、連絡要員を配置すること。ただし、事務所への電話が議員に転送されるよ

うな形態である場合は、この限りでない。

④ 賃貸による事務所の場合は、原則、議員本人が契約者となり、書面による賃貸借

契約を締結することとし、事務所が後援会等と共用の場合には、可能であれば分離

した賃貸借契約を締結すること。なお、議員と後援会等との共同契約又は議員本人

ではなく後援会等名義の契約による場合は、議員と後援会等との間で各々の負担割

合を取り決めた覚書等を締結し、当該覚書等の写しを提出すること。

(2) 使用実態に応じた充当

① 事務所費への充当に当たっては、賃貸借契約書の写し及び「事務所状況報告書

（様式５）」を提出し、所有形態（親族関係等）、事務所の要件、他の用途との

兼用の有無、按分割合の根拠、事務所関係経費の按分割合等を明らかにするもの

とする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必

要であり、当該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、
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ＡＴＭによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該支払

の相手方の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様式５

の該当箇所に記載するものとする。

なお、任期中の最初の年度に事務所の平面図、外観、内観の写真を提出するもの

とし、事務所の用途等に変更がある場合には、その都度提出するものとする。

② 事務所を選挙事務所として使用した場合は、次に掲げる期間に係る家賃等には充

当できないものとする。

ア 無 投 票 の 選 挙 区 告示日

イ 投票がある選挙区 告示日から投票日までの期間

(3) 会派の政務活動費の充当

事務所費への政務活動費の充当は議員のみを対象とし、会派は充当できないもの

とする。

(4) 自宅用との分離

自宅の一部を事務所として使用する場合は、自宅用と分離することを原則とする

ものとする。

(5) 自己所有の事務所

自己所有（同一生計の親族名義を含む。）の場合は、事務所に係る賃借料には政

務活動費を充当できないものとする。

１０ 事務費                             

〔使途〕

政務活動に係る事務の遂行に要する経費

(1) 使用実態に応じた充当

① 事務所において設置・使用する経費（固定電話、ＦＡＸ、インターネット通信料、

ＮＨＫ受信料、ケーブルテレビ受信料、コピー機リース料、事務用品代等）は、

原則、事務所費の按分割合により按分した額を上限として充当できるものとする。

ただし、按分割合について、合理的な説明が行える場合は、この限りでない。

なお、自宅の一部を事務所として使用している場合の通信費（電話、インターネ

ット等）については、可能な限り、自宅用と分離するものとし、分離ができない

場合には1/2の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

② 郵便、宅配等の経費については、政務活動とそれ以外の活動が明確に区分し難い

場合にあっては、1/2の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

③ 携帯電話料金については、議員１人に付き１台分までとし、1/2の割合を限度と

して按分した額に充当できるものとする。政務活動を補助する職員の使用する携

帯電話料金にも充当できるが、この場合には当該職員が別に私用の携帯電話を所

持していなければならない。

なお、議員が使用する携帯電話は、原則、議員本人名義とし、本人以外の名義で

契約せざるを得ない場合は、理由書を提出するものとする。

(2) 自家用車の経費

自家用車の車検・整備費用、保険料及び維持費には充当できないものとする。

(3) 自動車のリース

① 自動車のリース料については、議員１人に付き１台分（離島選挙区議員において
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は、本土及び離島にそれぞれ１台分）に限り、１台当たり1/2の割合を限度として

按分した額又は４万円のいずれか低い額を上限として充当できるものとする。た

だし、下記に掲げる事項を全て満たし、実際に政務活動に使用しているものでな

ければならない。

ア リース期間満了後は、有償・無償に関わらず、議員に所有権移転しないこと。

イ 次に掲げる経費には充当しないこと。

・車検、タイヤ交換等の維持修繕等の費用（これらの経費がリース料そのものに

含まれている場合は、この限りでない。）

・任意保険料（任意保険料込みのリース契約の場合は、任意保険料相当額には充

当しないものとすること。）

② 自動車のリース料への充当に当たっては、領収書等とともに、リース契約書の写

しを提出するものとする。

(4) 自動車のレンタル

年間等の長期間で自動車をレンタルする場合は、自動車のリースに準じて取り扱

うものとする。なお、契約書等で充当できない経費が含まれていないことが確認でき

ない場合は、申立書（任意様式）をもって証明するものとする。

(5) 備品

① パソコン及びその周辺機器、携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ並びに

テレビについては、政務活動以外の様々な目的に使用することが多いため、政務

活動専用ではない備品（以下「汎用備品」という。）として取り扱うものとする。

② 政務活動専用の備品の場合は、10万円を取得限度額とし、その購入費の全額に充

当できるものとする。汎用備品の場合は、取得限度額を設定しないが、当該購入

費について1/2の割合を限度として按分した額又は５万円のいずれか低い額を上限

として充当できるものとする。

③ 議員及び会派ともに、原則、任期満了の６箇月前からは、価格が５万円以上の備

品の購入費についての充当を控えるものとする。これに加えて、会派においては、

任期途中に解散したときは、原則、当該解散前の１箇月以内に購入した５万円以

上の備品の購入費への充当を控えるものとする。

④ 会派の政務活動費を充当した備品のうち、以下のものについては、任期開始から

任期満了又は会派解散まで「備品台帳（様式６）」を作成・管理し、毎年度収支

報告書とともに提出するものとする。

ア 取得価格が５万円以上のもの

イ 保管場所から持ち出して使用する機会が多いデジタルカメラ、タブレット端末

及びノートパソコン

ウ 旧会派からの引継備品

(6) 消耗品等

消耗品等の購入費への充当に当たっては、様式１に購入品目名を記載し、購入品

目名等が確認できるレシート、納品書等を添付するものとする。
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１１ 人件費                             

〔使途〕

政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

(1) 勤務実態に応じた充当

① 人件費への充当に当たっては、「職員雇用状況報告書（様式７）」を提出し、親

類関係、職務内容、雇用関係等を明らかにするものとする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必

要であり、当該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、

ＡＴＭによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該支払

の相手方の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様式１

の余白に記載するものとする。

なお、親族を雇用する場合又は人件費に全額充当する場合は、原則、該当する職

員との雇用契約書[※4]の写しを提出するものとする。

※4 １～２日程度の短期雇用の場合には雇用契約書の提出は省略できるが、短期雇用でも継続

的又は反復的な場合には雇用契約書の提出が必要である。

② 人件費の按分割合について、勤務場所が事務所である場合は、原則、事務所費の

按分割合を適用する。ただし、按分割合について合理的な説明が行える場合は、

この限りでない。

③ 親族の人件費に充当する場合は、社会通念上妥当と認められる賃金水準とする。

④ 人件費に政務活動費を充当する職員については、「職員出勤簿兼勤務実績簿（様

式８）」を提出するものとする。

(2) 雇用関係

人件費に政務活動費を充当する職員は、原則、直接雇用するものとする。

(3) 同一生計を営む親族の人件費

同一生計を営む親族の人件費には充当はできないものとする。

１２ その他                              

この運用指針に定めるもののほか、政務活動費の運用に関し必要な事項は、議長の定め

るところによる。
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Ⅱ.様式等及び記載例

様式１：領収書等添付様式 ………………………………… １０
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様式３：親族等との取引に関する申立書 ………………… １８

様式４：自動車に関する報告書 …………………………… ２０

様式５：事務所状況報告書 ………………………………… ２２

様式６：備品台帳 …………………………………………… ２６

様式７：職員雇用状況報告書 ……………………………… ２８

様式８：職員出勤簿兼勤務実績簿 ………………………… ３１

様式９：会計帳簿 …………………………………………… ３４
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様式３

申立者 議員名

※以下、親族等との取引がある場合のみ記入

私の政務活動に関する親族等との取引は、以下のとおりです。

親族等の氏名・名称
(注１・２参照)

続柄
取引日
・期間

取引内容
(注３参照)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

円

( 円)

3

4

親族等との取引に関する申立書

親族等との取引の有無 あ り ・ な し

2

1

取引額
(うち政務活動費充当額)

6

5

【注2】親族等が役員を務める法人が取引先の場合、「親族等の氏名・名称」欄には
　　　 上段に法人名、下段に役員を務める親族の役職名と氏名を記入し、「続柄」欄
　　　 には当該親族の続柄を記入する。

【注3】取引内容の例：事務所の賃貸借、広報紙等の印刷の発注、備品の購入など

7

【注1】「親族等」とは、次の者をいう。
　　　 ①３親等以内の親族、②議員本人又は３親等以内の親族が役員を務める法人
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Ⅲ.政務活動費運用指針

【解説】
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第１ 政務活動費の概要

(1) 概要

区 分 内    容 関係条文

＜根拠規定＞

・地方自治法第100条第14項～第16項

・長崎県政務活動費の交付に関する条例

・長崎県政務活動費の交付に関する規程

政務活動費を充て

ることができる経

費の範囲

会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴

広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等

により県政の課題及び県民の意思を把握し、県政

に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図る

ために必要な活動に要する経費

条例第２条

交付対象 会派（所属議員が１人の場合を含む。）及び議員 条例第３条

交付額(月額)

○会派：月額４万円に当該会派の所属議員の数を

乗じて得た額

○議員：月額２６万円

条例第４条

条例第５条

交付方法 四半期ごと 条例第９条

収支報告書の提出

領収書等を添付し、年度分（４月～３月分）を

会計年度終了日の翌日から起算して３０日以内に

議長に提出しなければならない。

※本県の手引では、四半期毎の提出を協力要請。

条例第１０条

残余額の返還

交付総額から、年度内の政務活動費による支出

総額を控除して残余がある場合には、当該残余の

額に相当する額を返還しなければならない。

条例第１２条

証拠書類等

の整理保管

会派の政務活動費経理責任者及び議員は、収支

報告書及び領収書等を整理保管し、これらの書類

の提出期限日の翌日から起算して５年を経過する

日まで保存しなければならない。

条例第１３条

規程第６条

収支報告書の閲覧

収支報告書及び領収書等の提出期限日の翌日か

ら起算して６０日を経過した日の翌日からこれら

の書類を閲覧することができる。

条例第１３条

規程第７条

議長の調査

・政務活動費の適正な使用を確保するため、必要

に応じて調査する。

・調査の結果、収支報告書の内容について修正の

必要があるときは、会派又は議員に対し是正等

の措置講ずるよう指導又は勧告する。

条例第１１条
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(2) 事務手続の流れ

手続の種類 様 式 時 期 会 派 議 員

会派の届出

様式第１号

(規程第２条関係)

様式第２号

(規程第２条関係)

様式第３号

(規程第２条関係)

・任期開始時

・変更の都度

会派⇒議長 議員⇒議長

会派の代表者及

び経理責任者を決

定 し 、 会 派 結 成

（異動・解散）届

を提出

－

会派等

の通知

様式第４号

(規程第３条関係)

・改選時

・ 毎 年 度 ４ 月

５日まで

・変更の都度

議長⇒知事

上記届のあった

会派を通知

政務活動費の交

付を受ける議員を

通知

交付決定

・任期開始時

・毎年度当初

・変更の都度

知事⇒会派代表者 知事⇒議員

交付決定通知

交付請求

様式第５号

(規程第４条関係)

様式第６号

(規程第４条関係)

・毎四半期の

最初の月の

５日まで

・変更の都度

会派代表者⇒知事 議員⇒知事

交付決定通知

交付 速やかに交付
知事⇒会派代表者 知事⇒議員

交付（口座振込）

提出書類の

事前確認

様式第１号

(条例第１０条関係)

様式第２号

(条例第１０条関係)

毎四半期終

了後の翌月末

（７月、１０

月 、 １ 月 末 )

を目途に提出

（協力要請）

会派代表者⇒議長 議員⇒議長

毎四半期分の収支報告書に、領収書

その他の証拠書類の写し（以下「領収

書等」という。）及び参考資料を添付

して、提出

議会事務局

議会事務局による計数的な確認
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手続の種類 様 式 時 期 会 派 議 員

確認・調査
議 会 事 務 局

による確認後

事務局⇒協議会委員

使途基準等に関して専門的な判断が

必要なものについて、政務活動費協議

会の外部有識者による助言等を求める

収支報告書

の提出

様式第１号

(条例第１０条関係)

様式第２号

(条例第１０条関係)

年 度 終 了 日

の 翌 日 か ら 起

算 し て ３ ０ 日

以内

《会派消滅》

会 派 が 消 滅

し た 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て

３０日以内

《任期満了等》

任 期 満 了 等

事 由 が 生 じ た

日 の 翌 日 か ら

起 算 し て ３ ０

日以内

知事⇒会派代表者 知事⇒議員

収支報告書に、領収書等及び参考資

料を添付して、提出

収支報告書

の送付

様式第7号

(規程第5条関係)

収 支 報 告 書

及 び 領 収 書 等

の提出の都度

議長⇒知事

会派又は議員から提出のあった収支

報告書及び領収書等を送付

額の確定

収 支 報 告 書

の確認終了後

知事⇒会派代表者 知事⇒議員

納入通知書発行（残余額がある場合）

返還

(残余額が

ある場合)

会派代表者 議員

残余額の返還

（納入通知書に示された納期限まで）

収支報告書

の修正

修 正 が 必 要

な場合に随時

会派代表者⇒議長 議員⇒議長

収支報告書又は添付書類の修正

※修正の結果、新たに残余額が生じた

場合は、その返還が必要
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手続の種類 様 式 時 期 会 派 議 員

収支報告書

等の閲覧

提 出 期 限 の

末 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て

６ ０ 日 を 経 過

し た 日 の 翌 日

か ら 提 出 期 限

の 末 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て

５ 年 を 経 過 す

る日まで

・議会事務局にて閲覧可能

（ 午 前 ９ 時 か ら 正 午 、 午 後 １ 時 か ら

午後５時１５分まで)

・ 会 派 及 び 議 員 か ら 提 出 さ れ た 収 支

報告書及び領収書等が閲覧の対象

※写しの交付請求も可能

収支報告書

及び領収書

等の県議会

ホームペー

ジでの公開

県議会ＨＰに下記を掲載

①収支報告書（項目別支出額一覧）

②領収書等（領収証その他の証拠書類

の写し）

③会派及び議員の交付額、返還額、執

行額（交付額ー返還額）及び収支報

告書記載額をまとめた一覧表

会計帳簿等

証拠書類等

の整理保管

提出期限の

末日の翌日か

ら起算して５

年を経過する

日まで

会派経理責任者 議員

会計帳簿を調製し、証拠書類及び領

収書等を整理保管
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第２ 議員交付に係るもの

１ 総論

(1) 実費充当の原則

《運用指針》

(1) 実費充当の原則

政務活動は議員又は会派の自発的な意思に基づき行われるものであり、政務活動費

は社会通念上妥当な範囲において政務活動に要した費用の実費に充当することを原則

とする。

政務活動費の充当に当たっては、収支報告書に支出の領収書その他の証拠書類の写し

（以下「領収書等」という。）及び参考資料の添付を必要とし、領収書等の添付には

「領収書等添付様式（様式１）」を用いるものとする。なお、交通費については、「活

動報告書兼支払証明書（様式２）」を用いた充当もできるものとする[※1]。

※1 様式２を用いて車両の燃料代に充当する場合は、同一月内において様式１を用いた燃料代へ

の充当はできない。ただし、各様式の充当対象となる車両が異なる場合は、この限りでない。

【解説】

政務活動費は、地方自治法において議員の調査研究その他の活動に資するため必要な

経費の一部として、会派又は議員に対し交付することができると定められている。

充当対象となる経費の範囲は、条例において定めることとされ、本県では「長崎県政

務活動費の交付に関する条例（以下「交付条例」という。）」において経費の範囲を定

めている。

会派又は議員は、交付条例に定める経費の範囲に関し、政務活動のために直接要した

経費の全額又は一部に政務活動費を充当することができ、全ての充当経費に関して収支

報告書に支出証拠書類等(97ページ参照)を添付する必要がある。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 「社会通念上妥当な範囲」を定めた趣旨は何か。

Ａ1) 著しく高額な備品の購入費、高額な懇親会費を含む会議費等の社会通念上

の許容範囲を超えるようなものについては、政務活動費の充当に対する県民

の理解が得られないことから、このように定めている。

Ｑ2) 領収書は、いかなる場合でも添付することが必要か。

Ａ2) 実費充当の原則として、支出証拠書類（領収書等）の添付が必要。領収書

紛失時には発行元に再発行を依頼し、再発行の領収書又はそれに準ずる証明

書を添付する必要がある。

ただし、領収書が発行されない交通機関（路線バス、路面電車、鉄道、地

下鉄等）を利用した場合は、「活動報告書兼支払証明書（様式２）」に活動

内容、所要経費等を記載し、その実費に充当できる。
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(2) 按分の考え方

《運用指針》

(2) 按分の考え方

議員活動は、議会活動、政務活動、政党活動、選挙活動、後援会活動、私人として

の活動等があり、一つの活動が政務活動としての性格とそれ以外の諸活動の性格を同

時に有し、渾然一体となっていることも多く、その内容は多岐にわたる。

そのため、政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は、まず明確に政務活動以外と

区分できる経費を除外した残額に政務活動費を充当できるものとする。それぞれの活動

に係る経費を明確に区分し難い場合は、1/2の割合を限度として按分した額に充当でき

るものとする。なお、按分に当たっては、活動時間、利用面積、活動の種類等を基にし

た適切な割合とし、安易に1/2の割合とすることがないよう注意するものとする。

【解説】

政務活動とそれ以外の活動が混在する場合の充当方法を定めたもので、明確に両者の

経費を区分できる場合は、政務活動費以外の活動に要する経費を除外した上でその残額

に充当できる。

明確に両者の経費の区分はできないが、活動の割合（活動時間、利用面積、活動の種

類の数、要した経費の割合、活動報告に係る紙面の割合、移動距離の割合等）を明確に

できる場合は、全体経費のうち政務活動に関する割合による額に充当できる。

按分処理の場合
政務活動

政務活動＋それ以外の活動

上記のいずれでもない場合は、1/2の割合を限度として按分した額に充当できる。

按分の計算は、領収書ごとに行い、１円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。ただ

し、ガソリン代やＥＴＣ代等の同一項目かつ同一使途内容の場合には、「領収書等添付

様式（様式１）」に添付する各領収書の合算額を計算対象とすることができるものとし、

１円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 按分割合1/2の根拠は何か。
Ａ1) 政務活動とそれ以外の活動が混在する場合、その大半を政務活動が占めること

もあれば、逆の場合もあり得るため、折半である1/2の割合を採用した。

なお、1/2の割合は上限であり、1/2以下の割合を適用しても構わない。

Ｑ2) 「明確に政務活動以外と区分できる経費」には、どのようなものがあるか。
Ａ2) 政務活動以外に係る経費として、次のようなものが挙げられる。

・ガソリン代関係：洗車代、タイヤ交換代、車内清掃代、オイル交換代、複数車

の燃料代の一括支払時における政務活動の対象外車両のガソリン代

・固定電話代関係：電報代、遅延利息

・携帯電話代関係：電報代、遅延利息、政務活動に関係のない有料アプリ代、複

数の携帯電話代の一括支払時における政務活動の対象外携帯の電話代

Ｑ3) 「明確に政務活動以外と区分できる経費」を除外していることを示すために、
どのような書類が必要か。

Ａ3) 領収書だけではＡ2の事例のような経費を確認できないため、内訳書、明細

書、請求書等の対象外経費が確認できる参考資料を提出する必要がある。
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Ｑ4) 事務所費の按分割合を適用する項目は何か。

Ａ4) 事務所関連の事務費及び人件費は、原則、事務所費の按分割合が適用される。

ただし、携帯電話、自動車リース料等の事務所以外でも使用するようなものには

適用されない。なお、事務所関連の経費であっても、按分割合を合理的に説明で

きる場合は、この限りでない。

【原則、事務所費の按分率を適用するもの】

項 目 内    容

事務所費 家賃、駐車場代、地代、光熱水費

事務費

（事務所において

設置・使用するも

の）

固定電話料金

インターネット等の通信費、ＮＨＫ受信料、ケーブルテレビ

受信料

コピー機リース、カウンタ料（用途によってカウンタカード

を分けている場合は除く）

備品、事務用品、お茶、水

人件費 勤務場所が事務所の職員の給与、手当、社会保険料、賃金等

※合理的な按分割合が説明可能であれば、当該割合で充当可能

【事務所費の按分率を適用しないもの】

項 目 内    容

調査研究費

全 般

※事務所に関連した支出ではないもの

研修費

広聴広報費

要請陳情等活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

事務費

携帯電話、タブレット通信費

自動車リース料、自動車レンタル料

名刺代、郵送料、宅配料

人件費
在宅勤務の場合又は勤務時間管理により政務活動に従事する

割合を明確に整理できる場合
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(3) 充当上限

《運用指針》

(3) 充当上限

調査研究費等の各項目に充当上限が定められている場合は、当該定めに従うものとする。

【解説】

政務活動費の適正な運用という観点から、社会通念に照らして許容範囲を超える高額

な充当とならないようにするため、内容に応じて限度額を設定している。

(4) 親族等との取引

《運用指針》

(4) 親族等との取引

親族又は親族が役員を務める法人（以下「親族等」という。）との取引に要した経

費については、他者との取引に要した経費以上に支出の妥当性が求められるため、親

族等との政務活動費に係る取引の有無に関わらず、「親族等との取引に関する申立書

（様式３）」を提出するものとする。なお、同一生計を営む親族との取引に要した経

費には充当できないものとする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必要

であり、当該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、ＡＴ

Ｍによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該支払の相手方

の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様式１の余白に記載

するものとする。

さらに、親族の人件費に充当する場合は、以下に掲げる事項を遵守するものとする。

① 原則、雇用契約書[※2]の写しを提出するものとする。

② 社会通念上、妥当と認められる賃金水準とする。

※2 １～２日程度の短期雇用の場合には雇用契約書の提出は省略できるが、短期雇用でも継続

的又は反復的な場合には雇用契約書の提出が必要である。

【解説】

政務活動費を親族等との取引に充当する場合は、他者との取引に要した経費と比べて、

より明瞭な妥当性の説明が必要となるため、親族等との取引に関する申立書の提出とと

もに、原則、金融機関を利用した支払い（口座振込、口座振替等）を求めている。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 「親族」とは、どのような者を指すか。

Ａ1) 民法上の親族の範囲（６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族)を参考

に、申立書では「３親等以内の親族」としている。具体的には、父母、子、

兄 弟 姉 妹 、 甥 姪 等 の 血 族 の ほ か 、 配 偶 者 の 父 母 （ 舅 ・ 姑 ） 、 子 の 配 偶 者

（嫁・婿）等の姻族である。

Ｑ2) 「議員本人又は３親等以内の親族が役員を務める法人」は、全てが対象と

なるか。

Ａ2) 政務活動に関し、当該法人と取引した場合には全て記載が必要。

なお、後援会、政党支部等の議員として立場で行う活動と直接的に関係の

ある団体については、ここでいう法人には含まれないものとする。
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Ｑ3) 「役員」とは、どのような役職を指すか。

Ａ3) 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人等である。

Ｑ4) 「親族等との取引の妥当性」をどのように説明するのか。

Ａ4) 以下の対応を通じて、取引の妥当性を説明することとなる。

① 「親族等との取引に関する申立書（様式３）」に「取引先との親族関係等

の有無」を記載し、取引「あり」の場合には、その取引内容も記載する。

② 当該の支払は、原則、金融機関を利用した支払い（口座振込、口座振替

等）とする。

③ 親族の人件費に充当する場合は、社会通念上、妥当と認められる賃金水準

とするとともに、雇用契約書の写しを提出する。

Ｑ5) 「同一生計を営む親族」とは、どのような親族を指すか。

Ａ5) 「同一生計」とは、主たる生計者の所得で生活に係る費用が賄われている

親族を指す。また、他の親族と一緒に居住していないが、主たる生計者から

常に生活費、学費、療養費等の支援を受けている親族も含まれる。

(5) 政務活動を補助する職員に係る経費

《運用指針》

(5) 政務活動を補助する職員に係る経費

議員の政務活動を補助する職員が当該政務活動に要した経費についても議員本人の

政務活動に要した経費に準じて充当できるものとする。

【解説】

議員事務所の職員が、議員の代理で政務活動に対応する場合のほか、議員の政務活動

の補助として事務作業、運転業務等に従事する場合、議員本人の政務活動に要した経費

に準じて、これらに要する経費に充当できる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 「政務活動を補助する職員が要した経費」には、どのようなものがあり、

充当割合はどうなるか。

Ａ1) 対象経費には、事務職の職員の活動に係る経費として、次のようなものが

挙げられる。

・議員の代理で実施した政務活動に要した交通費、宿泊費等

・議員の代理で出席した研修会等に係る交通費、参加費等

・政務活動の補助業務として必要となる事務所職員の携帯電話代、自動車リ

ース料等

充当割合については、議員本人が政務活動に要した経費に準じ、政務活動

とそれ以外の活動が混在する場合は、まず明確に政務活動以外と区分できる

経費を除外した残額に政務活動費を充当できるものとする。それぞれの活動

に係る経費が明確に区分し難い場合は、1/2の割合を限度として按分した額

に充当できるものとする。なお、按分に当たっては、活動時間、利用面積、

活動の種類等を基にした適切な割合とし、安易に1/2の割合とならいよう注

意するものとする。
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(6) 政務活動費を充当するのに適さない例（全国都道府県議会議長会の例示）

◇ 政党活動への支出は政務活動費の対象とするのに適さない。

  例)・県連（政党等）活動

   ・政党構成員として招待された式典、会合への出席

   ・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費

   ・政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を含む。）

   ・党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費等

   ・政党の役員経費（専従役員に対する給与、各種手当等）等政党の経費

◇ 選挙活動への支出は政務活動費の対象とするのに適さない。

  例)・参議院選挙や首長・地方議員選挙等に当たっての各種団体への支援依頼活動、

選挙ビラ作成

   ・上記以外の選挙関係に係る経費、選挙活動費（公認推薦料、陣中見舞い等）

◇ 後援会活動への支出は政務活動費の対象とするのに適さない。

  例)・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費

   ・後援会活動としての報告会等の開催経費

◇ 私的経費への支出は政務活動費の対象とするのに適さない。

  例)・団体役員や経営者としての資格など個人としての社会的地位により招待された

式典、会合への出席

   ・慶弔餞別費等（病気見舞い、香典、祝金、餞別、寸志、中元、歳暮等の費用、

慶弔電報、年賀状等時候の挨拶状の購入または印刷等の経費）

   ・冠婚葬祭などの出席（葬儀、結婚式、祭祀・祭礼等）

   ・宗教活動（神事、仏事等）

   ・私的用務による観光、レクリエーション、旅行

   ・親睦会、レクリエーション等への参加のための経費

＜会議費＞

   次の経費への支出は政務活動費の対象とするのに適さない。

   ・飲食又は会食を主目的とする各種会合に係る経費

   ・バー、クラブなど会合を行うのに適切な場所とは言えない場所での飲食に係る

経費

   ・議員が他の団体（農協、ライオンズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会等）の役職を兼

ねている場合、議員の資格としてではなく役職者の資格としての当該団体の理

事会、役員会や総会の出席に係る経費

   ・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食に係る経費

      〔例「公職選挙法」（第１９９条の２）〕

       寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、講演会等

の集会における食事の提供）
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＜事務所費・事務費＞

   次の経費への支出は資産形成に資すると見做されるおそれがあるので政務活動費

の対象とするのに適さない。

   ・自動車購入費

   ・事務所購入費

   ・事務所に掲示する高額な絵画等の美術品・装飾品

   ・政務活動を行う事務所としての使用目的から判断して必要な機能を超えた備品

等の設置 -事務所購入費

(7) 会費として支出するのに適さない例（全国都道府県議会議長会の例示）

   次の会費または経費は、政務活動費として支出するのは不適当と思われる。

   ・団体の活動が政務活動に寄与しない場合、その団体に対して納める年会費、月

会費

   ・個人の立場で加入している団体などに対する会費等

    （例）町内会費、公民館費、壮年会費、ＰＴＡ会費、婦人会費、スポーツクラ

ブ会費、商工会費、同窓会費、老人クラブ会費、ライオンズクラブ、ロー

タリークラブの会費等

   ・政党（県連）本来の活動に伴う党費、党大会賛助金等

   ・議会内の親睦団体（議員野球部、ゴルフ部等）の会費

   ・他の議員の後援会や政治資金パーティーなど選挙活動のための会合に出席する

会費

   ・宗教団体の会費

   ・冠婚葬祭の経費（結婚式の祝儀・会費、香典、祭祀・祭礼の経費等）

   ・飲食又は会食を主目的とする各種会合の会費

(8) 政務調査費と政務活動費（平成２５年度以降）の対象経費（イメージ）
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２ 調査研究費

(1) 概要

区 分 説     明

使  途
県の事務、地方行政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調

査委託に要する経費

支出の事例

・調査研究に係る交通費及び宿泊費

・民間企業等へ調査を委託する場合の委託料

・調査研究結果の報告書等の印刷費 など

適さない事例

・県連（政党等）活動に係る交通費

・政党構成員として招待された式典、会合への出席に係る交通費

など

(2) 主な経費の説明

ア．交通費

《運用指針》

(1) 交通費

① 自家用自動車を利用する場合は、政務活動のために移動した距離に長崎県議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「費用弁償条例」という。）に

定める単価（37円/km）を乗じて得た額を様式２に記載した上で充当する方法、

または燃料代支払額の1/2を上限として充当する方法のいずれかを選択できるもの

とする。なお、自家用自動車の利用に伴う経費に政務活動費を充当する場合は、

「自動車に関する報告書（様式４）」を提出するものとする。

② 領収書の受領が可能な交通機関（航空機、特急料金を伴う鉄道、高速バス、フェ

リー、ジェットフォイル、タクシー、レンタカー等）を利用した場合は、当該領

収書に基づき充当できるものとする。ただし、国内航空券のスーパーシート等の

特別料金及び海外航空券のファーストクラス料金には充当できないものとし、午

後11時から翌朝午前６時までの間に利用したタクシー代についても、原則、充当

できないものとする。

③ 領収書が発行されない交通機関（路線バス、路面電車、鉄道、地下鉄等）を利用

した場合は、様式２に活動内容、所要経費等を記載し、その実費に充当できるも

のとする。

【解説】

交通費の充当に当たっては、「自動車に関する報告書（様式４）」のほか、「領収書

等添付様式（様式１）」及び支出証拠書類（領収書等）を提出し、または「活動報告書

兼支払証明書（様式２）」を提出する必要がある。

様式４には政務活動で使用する全ての車両のナンバー、所有者、主たる使用者を記載

する必要があり、様式２を用いた充当の場合には活動の内容、相手方、移動経路、移動

距離等の必要事項を漏れなく記載する必要がある。

タクシー代、ＥＴＣ利用料等を月単位等の請求書により支払う場合は、費用弁償との

重複及び別途政務活動に係る交通費として充当した額を除いた上で、支払額の1/2を上
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限として充当できる。

なお、交通費の内容については、調査研究費以外の経費（研修費、広聴広報費、要請

陳情等活動費及び会議費）においても同様に取り扱うものとする。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 公務日と同一の日に政務活動を実施した場合、当該政務活動に要した費用

に充当できるか。

Ａ1) 公務出張期間に政務活動を実施する場合、公務と明確に区分できる（公務

と時間・場所が重複しない）費用に充当できる。なお、費用弁償との重複が

生じないよう、十分に注意する必要がある。

Ｑ2) 議員又は会派による友好訪問を目的とした海外視察に充当できるか。

Ａ2) 友好訪問に加え、政務活動を実施する場合には、充当できる。

Ｑ3) 自己所有又は後援会等所有の自動車を政務活動に使用する場合、どのよう

な経費に充当できるか。

Ａ3) 自己所有又は後援会及び議員の関連会社等が所有する自動車を使用して政

務活動を実施する場合は、燃料費、有料道路通行料及び駐車料金に充当でき

るが、維持管理費用には充当できない。

なお、後援会及び議員の関連会社等が所有する自動車を使用する場合は、

政務活動以外の使用を踏まえ、適切な割合で按分する必要がある。

Ｑ4) 親族が議員の政務活動を補助する場合、当該親族が移動に要した経費に充

当できるか。

Ａ4) 親族 が議 員の 代理 で 実施 した 政務 活動 の ため に移 動に 要し た 経費 （交通

費、宿泊費等）には充当できる。ただし、同一生計を営む親族の移動経費の

場合は、慎重な対応が求められる。

Ｑ5) 自動車利用時に最短距離ではない経路により移動した場合、最短距離に車

賃単価を乗じ得た額にしか充当できないのか。

Ａ5) 政務活動においては、道路混雑を避けるほか、移動時間短縮のために有料

道路を利用する場合など、必ずしも最短距離・最低額とはならない場合もあ

り得る。よって、著しく合理性を欠くような移動の場合は別として、議員が

実際に移動に要した経費について充当できる。

Ｑ6) 海外でのタクシー代やバス代などに充当できるか。

Ａ6) 国内と同様、「領収書等添付様式（様式１）」及び支出証拠書類（領収書

等）を提出し、または「活動報告書兼支払証明書（様式２）」を提出するこ

とにより、充当できる。

なお、海外通貨による支払については、両替証明書等渡航時の為替レート

が確認できる書類又は「渡航前日の為替相場により本邦の通貨に換算して算

出した額（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

規則第３条第４項を準用）をもとに充当するものとする。

Ｑ7) 会議及び懇親会の出席後、帰路に運転代行を利用した場合、当該運転代行

の費用に充当できるか。

Ａ7) 飲食を主目的とするような会議等ではなく、運転代行を利用しなければな

らない合理的な事情があれば、充当できる。この場合、「領収書等添付様式

（様式１）」の欄に運転代行利用の理由を明記する必要がある。
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Ｑ8) 「活動報告書兼支払証明書（様式２）」を用いて車賃単価により算出した

額に充当する方法と、「領収書等添付様式（様式１）」に領収書を添付して

1/2の按分により算出した額に充当する方法を併用することは可能か。

Ａ8) 様式２を用いて車両の燃料代に充当する場合は、同一月内において様式１

を用いた燃料代への充当はできない（領収書の1/2按分による充当額の中に

車賃単価により算出した額が含まれること排除するため）。

ただし、各様式の充当対象となる車両が異なる場合は、この限りでない。

Ｑ9) 他県での調査の場合など、政務活動のみにレンタカーを使用した場合、当

該レンタカーに係る燃料代の実費と月額の1/2按分額との併用は可能か。

Ａ9) レンタカー使用が政務活動のみと特定できる場合は、当該レンタカー使用

に係る燃料代等に全額充当できる。この場合、燃料代月額から当該レンタカ

ー使用時の経費を除外した残額の1/2按分額にも充当できる。

なお、複数の議員でレンタカー使用に係る費用を負担する場合、連名の宛名の

領収書とするか、代表者のみが宛名の領収書の際には負担割合が確認できるよう

余白に割合を記入する必要がある。

Ｑ10) タクシー代又はＥＴＣ利用料を月単位等の請求書により支払う場合、具体

的にどのような按分となるか。

Ａ10) タクシー代については、理由説明のない午後11時から翌朝６時までの利用

を除外し、かつ費用弁償との重複を除いた上で1/2充当。

ＥＴＣ利用料については、費用弁償との重複を除外した上で、1/2充当。

Ｑ11) 午後11時から翌朝午前６時までの間に利用したタクシー代について、理由

説明がなければ充当できないのはなぜか。

Ａ11) 平成27年1月13日長崎地裁判決では「午後11時から翌朝6時までの間に利

用したタクシー代については、特段の事情がない限り、社会通念上、市政に

関する調査研究に資する必要な支出ということはできず、その全額が目的外

支出にあたるというのが相当」と判示されており、当該時間帯の利用につい

て理由の記載のない場合は除外することとしている。

Ｑ12) 国内航空券のスーパーシート等の特別料金及び海外航空券のファーストク

ラス料金に充当できないのはなぜか。

Ａ12) 費用弁償において、議員は副知事相当とされ、副知事はそれらの特別料金

が支給されていなことを踏まえ、政務活動費も同様の取り扱いとしている。

Ｑ13) 国内航空券のスーパーシート等及び海外航空券のファーストクラスを利用

していないこと、また宿泊費に朝食・夕食が含まれていないことは、どのよ

うに証明すればよいか。

Ａ13) 領収書にその旨の記載があることが望ましい。領収書のみで確認できない

場合は、その旨が確認できる内訳書、明細書、請求書等の参考資料を提出す

る必要がある。

【活動報告書兼支払証明書（様式２）により自家用車の燃料代を充当する場合の取扱い】

事例１ 自宅からＡ町に行き、政務活動及び政党活動を実施した場合

自宅→(10㎞)→Ａ町→(10㎞)→自宅

：(10㎞＋10㎞)×37円/㎞÷２＝370円  ※充当額 370円
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事例２ 自宅からＡ町に行き、政務活動及び公務を実施した場合

自宅→(10㎞)→Ａ町→(10㎞)→自宅

：移動経費は費用弁償支給のため０円 ※充当額 ０円

事例３ 自宅からＡ町に行き公務を行い、その後Ｂ町に移動し政務活動をした場合

 費用弁償が公共交通機関利用（バス等）で支給される場合は、費用弁償の往復

交通費を控除して充当額を算出。

自宅→(10㎞)→Ａ町：費用弁償支給（往路バス代150円）のため０円

Ａ町→(15㎞)→Ｂ町：15㎞×37円/㎞＝555円

Ｂ町→(12㎞)→自宅：12㎞×37円/㎞－150円（復路バス代）＝294円

            ※充当額 555円＋294円＝849円

 費用弁償が自家用車の車賃で支給される場合は、１日の総移動距離から自宅～

Ａ町（公務）の往復距離を差し引いて算出。

自宅→(10㎞)→Ａ町→(15㎞)→Ｂ町→(12㎞)→自宅

：(10㎞＋15㎞＋12㎞－10㎞×２)×37円/㎞＝629円

                    ※充当額 629円

イ．宿泊費

《運用指針》

(2) 宿泊費

① 宿泊費については、１泊２食の実費に充当できるものとする。ただし、用務地か

ら自宅までの距離が50㎞未満であり、かつ、帰宅予定時刻が午後11時以前である

場合は、原則、充当できないものとし、充当を希望する場合は理由書を作成の上

で議長の承認を得るものとする。

② 宿泊費への充当上限は、費用弁償条例の規定による宿泊費と宿泊手当（１夜に付

き、国内は2,400円、海外は国・都市ごとに定められた額。）との合算額とする。

ただし、合算される宿泊手当の額については、以下のとおりとする。

  ア 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当の全額

  イ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当

の３分の２の額

  ウ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれない場合 宿泊手当の３分の

１の額

【解説】

宿泊費は、用務地において、翌日の活動開始の時間の関係上前泊が相当である場合、

当日の活動が夜間におよび帰宅可能な公共交通機関がない場合等において、充当できる。

なお、宿泊費の内容については、調査研究費以外の経費（研修費、広聴広報費、要請

陳情等活動費及び会議費）においても同様に取り扱うものとする。

【宿泊費の充当上限額】

事例１ 長崎県内に宿泊する場合の１日当たりの充当上限額（朝夕食を含む。）

  宿泊費  15,000円（長崎県基準額）

  宿泊手当 2,400円＝2,400円（国内基準額）の全額

   計   17,400円
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事例２ 東京都内に宿泊する場合の１日当たりの充当上限額（朝食のみを含む。）

  宿泊費  27,000円（東京都基準額）

  宿泊手当  1,600円＝2,400円（国内基準額）×2/3

   計   28,600円

事例３ ソウルに宿泊する場合の１日当たりの充当上限額（朝夕食を含まない。）

  宿泊費  29,000円（ソウル市基準額）

  宿泊手当  1,800円＝5,400円（ソウル市基準額）×1/3

   計   30,800円

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) １泊２食とあるが、宿泊料金と食事料金を別個に精算した場合、双方に充
当できるか。

Ａ1) 双方に充当できるが、食事料金は社会通念上妥当なものとなるよう留意す

る必要がある。

Ｑ2) 交通費及び宿泊費の内訳が設定されていない旅行商品の場合、充当額の上
限はいくらになるか。

Ａ2) 交通費は割引なしの普通運賃とし、宿泊費は各宿泊地に応じた充当限度額

として、それらを合計した額を超えない範囲で充当できる。

Ｑ3) 用務地から自宅までの距離が50㎞未満であり、かつ、帰宅予定時刻が午後

11時以前である場合にもかかわらず、宿泊費に充当できる理由は、どのよう
なものがあるか。

Ａ3) 宿泊の理由を説明できるものとして、「午後11時前だが公共交通機関がな

い時間帯になり帰宅できない」、「翌朝の集合時間が早朝で自宅から出発す

るには夜明け前になる」などが考えられる。

理由 書に は、 宿泊 の 必要 性を 記載 する と とも に、 活動 内容 、 用務 地の場

所・時間も併せて記入し、議長の承認を得るものとする。

Ｑ4) 海外の宿泊費に充当する場合、どのようなことに留意にすればよいか。
Ａ4) 国内と同様、「領収書等添付様式（様式１）」及び支出証拠書類（領収書

等）を提出することにより、充当できる。

なお、海外通貨による支払については、両替証明書等渡航時の為替レート

が確認できる書類又は「渡航前日の為替相場により本邦の通貨に換算して算

出した額（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

規則第３条第４項を準用）をもとに充当するものとする。

Ｑ5) 県庁 近隣 に宿 所が あ る場 合、 政務 活動 の ため に当 該宿 所に 宿 泊し たとき
は、充当できるか。

Ａ5) 費用弁償の宿泊費の対象となる宿所であっても、政務活動のために宿泊し

た場合には充当できるが、費用弁償支給額が年間家賃総額を上回る場合には

充当できない。

充当に当たっては、１泊当たりの家賃額を求め、家賃総額から費用弁償支

給額を差し引いた残額を当該１泊当たりの家賃額で割って算出した日数が充

当上限となる。

計算例 家賃月額６万円（賃借料５万円＋管理費１万円）

   費用弁償（宿泊費）の支給日数 55日（宿泊費10,800円／日）
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   ６万円×12箇月÷365日＝1,972円 ※１泊当たりの額

  （６万円×12箇月)－（10,800円×55日）＝126,000円

   126,000円÷1,972円≒63.89日 ※充当可能日数 63日

ウ．活動報告等

《運用指針》

(3) 活動報告等

① 視察先が県外、海外又は県内のうち宿泊を伴う場合は、領収書等に行程表及び活

動 報 告 書 を 添 付 し 、 視 察 先 が 県 内 日 帰 り の 場 合 は 、 様 式 １ の 使 途 内 容 に 活 動 内

容、相手方等を記載するものとする。

② 社会通念上妥当な範囲内で視察先へのお土産の購入費に充当できるものとする。

ただし、本県関係機関へのお土産には充当できないものとする。なお、贈呈に当

たっては、公職選挙法その他の法令に抵触しないよう留意するものとする。

【解説】

視察行程中に政務活動以外の活動が含まれている場合は、該当部分の費用除外又は適

切な割合による按分が必要となる。

なお、視察の内容については、調査研究費以外の経費（研修費、広聴広報費、要請陳

情等活動費及び会議費）においても同様に取り扱うものとする。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 活動報告書には、どのような内容を記載すればよいか。

Ａ1) 活動報告書の参考様式（38ページ）で示すとおり、日程、活動の場所、活

動の目的、活動の内容・結果等を記載する必要がある。なお、活動の内容・

結果等については、対象の用務ごとに、日時、応対者、内容・結果等を記載

する必要がある。ただし、個人情報保護の観点から、相手方が役職名等で特

定できるものは個人名まで記載しないこととする。

Ｑ2) お土産に関し、「公職選挙法その他の法令に抵触しないよう留意」とは、

どういう趣旨か。

Ａ2) 自らの選挙区内にある視察先への贈呈が法令に抵触する恐れがある。

Ｑ3) 「社会通念上妥当な範囲内」とは、具体的にいくらか。

Ａ3) 平 成 23 年 2 月 24 日 の 大 分 地 裁 判 決 で は 、 国 内 視 察 の お 土 産 代 （ ３ 件

12,390円と１件6,700円）を「社会通念上相当な範囲内」として適法と判示

されている。また、委員会の現地調査においては、県外の相手先は３千円程

度、海外の相手先は５千円程度としており、これらを参考に議員各自で判断

することとなる。

Ｑ4) お土産代の充当に当たり、どこまでの記載が必要か。

Ａ4) 支出証拠書類（領収書等）に、お土産品の名称、単価、個数及び贈呈先の

記載が必要であり、当該支出証拠書類に明記がない内容については、「領収

書等添付様式（様式１）」の「２．使途内容」欄に記入すること。
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３ 研修費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途

① 議員が開催する研修会、講演会等（共同開催を含む。)に要する

経費

② 団体等が開催する研修会（視察を含む。)、講演会等への参加に

要する経費

支出の事例

・議員が開催する研修会等に係る会場費、機材借上費、資料印刷

費、講師謝金等

・団体等が開催する研修会、講演会、視察等への参加費、交通費、

宿泊費等

適さない事例

・後援会活動としての講演会等の開催

・政党構成員として招待された式典、会合への出席

・飲食又は会食を主目的とする各種会合

・バー、クラブなど会合を行うのに適切な場所とは言えない場所で

の飲食

・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食

〔例「公職選挙法」（第１９９条の２）〕

寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、

講演会等の集会における食事の提供）

など

(2) 主な経費の説明

ア．交通費・宿泊費・活動報告等

《運用指針》

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交通費・宿泊費・活動報告等については、調査研究費に準じて取り扱い、開催案内

等の研修内容が確認できる資料を併せて提出するものとする。なお、当該開催案内等

で行程又は研修内容が確認できる場合は、当該開催案内等の写しの提出をもって行程

表又は活動内容の提出に代えることができるものとする。

【解説】

調査研究費の交通費（56ページ）、宿泊費（59ページ）及び活動報告等（61ページ）

参照。
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イ．会費

《運用指針》

(2) 会費

① 会費については、研修会等の参加のための参加費、負担金等のほか、年又は月単

位で納入する会費、負担金等にも充当できるものとする。ただし、ロータリーク

ラブ、趣味・娯楽等を目的とした団体、政党、宗教活動団体等への会費には充当

できないものとする。

② 会派又は議員だけのグループにより開催される研修会等の会費に充当する場合

は、領収書等に当該研修会等の収支・開催経費の一覧、参加者名簿、配付資料等

を添付するものとする。ただし、会費収入が開催経費を上回る場合又は政務活動

に要する経費として認められない経費が含まれている場合には、会費収入と開催

経費との差額又は対象外経費の割合に応じて、当該会費の額から減額して充当す

るものとする。

③ 本県議会の議員連盟の会費にも充当できるものとする。ただし、当該議員連盟の

事務局から示された充当可能額（会費収入に対する政務活動に要した支出の割合

により算出された額）を充当上限とする。

【解説】

議員が開催する会議等においては、公職選挙法その他の法令に抵触しないよう留意す

る必要がある。

〔例「公職選挙法」（第１９９条の２）〕

寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、講演会等の集会に

おける食事の提供）

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) ライオンズ、ロータリークラブ等の会費が対象外なのはなぜか。

Ａ1) 全国議長会の例示（55ページ）で、個人の立場で加入している団体などに

対する会費等は対象外とされていることによるもの。ただし、当該団体が開催

する会議等に参加し、団体構成員等と意見交換するほか、政務活動に活用する

ための会報等の資料取得を主たる目的とするものである場合などは、交通費、

参加費等に充当できる。

Ｑ2) 個人の立場で加入している団体以外の団体において、入会金、年会費又は月

会費に受湯できるものとして、どのような団体が想定されるか。

Ａ2) 当該団体の活動が、研修機関（研修費）、調査研究機関（調査研究費）、要

請陳情活動を目的とする機関（要請陳情等活動費）など、政務活動に適するも

のが挙げられる。

Ｑ3) 議長の承認を受けて実施する海外研修に付随して実施する政務活動費に関し

て、充当できるか。

Ａ3) 海外研修に付随して自主的に政務活動を実施しようとする場合、政務活動の

実態があり、海外研修の行程と明確に区分できるときは、当該活動に要した経

費に充当できる。

しかし、海外研修旅費の不足分を補うために政務活動費を充当することに

ついては、公務である海外研修と政務活動が混同することとなり、不適切である。
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Ｑ4) 会派（議員）だけのグループによる研修会の会費への充当について、会費収

入が開催経費を超える場合及び対象外経費が含まれている場合、それぞれ具体

的にどのようにすればよいか。

Ａ4)
事例１ 会費収入が開催経費を超える場合
  会費収入が10万円（議員１名の会費１万円×10人）

  開催経費が７万円

  １万円×７万円／10万円＝7,000円

              ※１人当たりの充当額 ７千円

事例２ 対象外経費が含まれる場合
  会費収入・開催経費ともに10万円（議員１名の会費１万円×10人）

  開催経費のうち、７万円が議員のみの懇親会費、３万円が勉強会費用

  １万円×（10万円－７万円）／10万円＝３千円

   ※懇親会費７万円は、対象外経費になるため、控除する。

              ※１人当たりの充当額 ３千円

事例３ 会費収入が開催経費を超え、かつ対象外経費が含まれる場合
  会費収入が10万円（議員１名の会費１万円×10人）

  開催経費が８万円

  開催経費のうち、６万円が議員のみの懇親会費、３万円が勉強会費用

  １万円×（８万円－６万円）／10万円＝２千円

   ※懇親会費６万円は、対象外経費になるため、控除する。

              ※１人当たりの充当額 ２千円

Ｑ5) 議員の雇用する職員が研修会へ参加する場合も充当できるか。

Ａ5) 職員自身の資質向上が見込まれ、議員の政策立案等に反映されることとなる

ような研修会等の参加については、充当できる。

Ｑ6) 本県議会の議員連盟の会費に充当する場合、充当可能額をどのように算出す

るのか。

Ａ6) 議会事務局が議連ごとに算定した金額を加入議員に通知する。

具体的な算定例として、議連の会費収入が42万円（議員１名当たりの会費

１千円×35人×12箇月）、政務活動に要した支出が21万円であった場合、各

議員は年間６千円を充当できる。

  ＠１千円×12箇月×（21万円／42万円）＝６千円

なお、年間の政務活動に要した支出が会費収入を超える場合であっても、会

費の年額が充当上限となる。

Ｑ7) 領土問題、拉致問題、国際問題、慰安婦問題、原発、他県の特殊案件など議

員の知識・見識を広めるための研修会等であれば、充当できるか。

Ａ7) 交付条例の別表における調査研究費の内容として、「県の事務、地方行財政

等に関する調査研究」とされており、国政に関する事項であっても本県行政に

全く関係がないものではないため、充当対象となり得る。
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Ｑ8) 賛助会費に充当できるか。

Ａ8) 賛助会員の役割・地位・権利が規約等に定められておらず、会費納入のみが

課せられている場合は、公職選挙法に定める「寄附の禁止」に抵触する恐れが

あるため、充当に適さない。

ウ．懇親会等の参加費

《運用指針》

(3) 懇親会等の参加費

① 懇親会等の参加費については、政務活動として参加する場合、７千円を限度とし

て充当できるものとする。

② 忘新年会、慰労会等、社会通念上親睦のために開催されるものの参加費について

は、公的団体の主催で昼間に開催されるものを除き、原則、充当できないものと

する。また、参加者が本県議会議員及び本県職員のみの懇親会等の参加費につい

ても充当できないものとする。

③ 懇親会等の参加費への充当に当たっては、懇親会等が政務活動に当たるとの議員

の判断のもと、研修会等の主催者が発行する領収書のほか、開催案内、式次第等

の概要が確認できる資料を提出するものとする。なお、懇親会等の会場となった

飲食店等が発行する領収書、参加費の代わりとして購入した物品の領収書には充

当できないものとする[※3]。

※3 懇親会等の会場となった飲食店等が発行する領収書のうち、研修会等の案内により当該

飲食店等が当該研修会等の行事として使用されたことが確認できるものであって、かつ領

収書のただし書きに当該研修会等に係る懇親会等への参加費である旨の記載があるものに

ついては、当該研修会等の主催者の発行する領収書とみなすものとする。

【解説】

懇親会等への参加が親睦のためではなく、政務活動による場合、当該懇親会等の参加

費に７千円を限度に充当できる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 懇親会等の充当に当たり、注意しておくべきことは何か。

Ａ1) 特に県民の関心が高い内容であり、その参加が飲食目的ではなく、政務活

動のためであったことを説明できるようにしておく必要がある。

Ｑ2) 充当上限が７千円とあるが、それ以上の参加費の場合には全く充当できな

いという趣旨か。

Ａ2) 平成19年12月26日大阪高裁判決における「１人当たりの食事代等が５千

円以下であれば社会通念上相当と認められる範囲内である」との判示を踏ま

え、その後の物価高及び消費者物価指数の上昇を勘案し、充当上限額を７千

円としている。

なお、７千円を超える会費が必要となる懇親会等へ出席することを妨げる

ものではないが、充当できる額は７千円までとなる。

Ｑ3) 議員と外部者（研修会の講師等）がともに会食する場合に充当できるか。

Ａ3) 研修会の講師等との会食については、会食の場でも研修テーマに関する意

見聴取が実施されるような場合には充当できる。
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Ｑ4) 関係団体が主催する懇親会等の参加費に充当する場合、領収書のみで充当

できるか。

Ａ4) 当該懇親会等の参加費への充当に当たっては、その参加が政務活動に当た

るとの議員の判断のもと、主催者が発行する領収書のほか、開催案内、式次

第等の概要が確認できる参考資料を提出する必要がある。

Ｑ5) 参加者が本県議会議員及び県職員に限られる懇親会の経費について、充当

できないのはなぜか。

Ａ5) 本県議会議員が県職員と意見交換を行う際に、飲食を伴う必然性はなく、

また、政務活動の趣旨からしても外部からの批判を浴びる恐れが高いため、

充当できない。

Ｑ6) 飲食店等が発行する領収書は、全て充当できないのか。

Ａ6) 平成18年4月14日東京地裁判決において、飲食当時の活動が調査研究又は

会議として社会通念上必要なものであると認めるに足る特段の事情がない限

り、その飲食費は目的外支出に当たるとされ、バー、クラブ、スナック、パ

ブ、居酒 屋、ビ ヤガ ーデン、 割烹・ 懐石 料理・う なぎ・ しゃ ぶしゃぶ ・す

し・ふぐ・かに・そば・うどん・お好み焼その他の和食の店、回転寿司、天

ぷら・とんかつ・中華料理・韓国料理・焼肉店、ラーメン店、ホテルのレス

トラン、イタリアンレストラン、ファミリーレストランを「適切な場所とは

いえない」又は「飲酒を伴わない場合があったとしても（中略）飲食をする

必要性及び社会通念上の相当性があったとは認め難い」と判示されているこ

とを踏まえ、飲食店等が発行する領収書では、政務活動として適当な懇親会

が開催されたかを判断できないことから、主催者が発行する領収書の提出が

必要としている。

ただし、懇親会等の会場となった飲食店等が発行する領収書のうち、研修

会等の案内により当該飲食店等が当該研修会等の行事として使用されたこと

が確認できるものであって、かつ領収書のただし書きに当該研修会等に係る

懇親会等への参加経費である旨の記載があるものについては、当該研修会等

の主催者の発行する領収書とみなすものとする。

Ｑ7) 参加費の代わりとして購入した物品の領収書に充当できないのはなぜか。

Ａ7) 参加費は懇親会等の参加に必要な実費であり、参加費代わりの購入物品が

参加に必要な実費に該当とするとは言えないためである。

エ．役員等を務める団体等の研修会等

《運用指針》

(4) 役員等を務める団体等の研修会等

議員が役員等を務める団体等の研修会等については、会議費に準じて取り扱うものと

する。

【解説】

会議費の役員等を務める団体等の会合（72ページ）参照。
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４ 広聴広報費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途 県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

支出の事例

・広報紙の作成、印刷、送付等に係る経費

・ホームページの作成、保守等に係る委託費

・県政報告会等の広聴活動に要する文書通信費、交通費等 など

適さない事例

・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費

・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費

・選挙ビラ作成等選挙に関する活動            など

(2) 主な経費の説明

ア．交通費・宿泊費

《運用指針》

(1) 交通費・宿泊費

交通費・宿泊費については、調査研究費に準じて取り扱うものとする。

【解説】

調査研究費の交通費（56ページ）及び宿泊費（59ページ）参照。

イ．実態に応じた充当

《運用指針》

(2) 実態に応じた充当

① 広報紙等の印刷費への充当に当たっては、領収書等とともに、部数及び単価が確

認できる資料並びに広報紙の現物を提出するものとする。

② 政務活動費を充当する広報紙、ホームページ等に要する経費については、政務活

動以外の活動（後援会活動、政党活動、選挙活動等）の情報との混在がないよう

努めるものとする。やむを得ず、混在することとなる場合には、政務活動費以外

の情報を明確に区分した上で充当するものとし、明確に区分できない場合には1/2

の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

【解説】
広報紙等については、政務活動関係とその他活動関係（選挙活動、政務活動と関係が

ない写真等）との区分ができる場合は、それらの記事内容の割合により按分（面積によ

る按分）又は1/2按分により充当する必要がある。

政務活動関係とその他活動関係を整理するうえで、原則、広報紙等の発行前に議会事

務局へ確認すること。
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【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 議員自身を紹介する記事（プロフィール等）、イベント告知等を広報紙に

掲載する場合、充当できるか。

Ａ1) 政務活動以外の内容が広報紙（ホームページを含む。）に含まれる場合、

按分することが適当であり、広報内容、議員の写真等の大きさ等により除外

すべきとされた判例もあるので留意すること。

また、公職選挙法に抵触する恐れがあるもの（当選御礼など）には充当で

きない。

《参考：議員の宣伝が目的の広報と評価された判例(出典：判例から学ぶ政務活動費の実務)》

・「市政報告」の文字より議員氏名が大きく印字されていること(平成27年10月27日岡山地裁)

・一面の３／５を議員のプロフィール（写真等）が占めていること(平成22年11月5日東京高裁)

・議員本人や著名人の顔写真等を大きく記載するなど選挙ポスターと変わらない仕様の紙面(同上

・議員の活動（姿）を写した写真で市政に関する情報に乏しいもの(平成29年1月31日仙台地裁)

・一面の概ね半分程度に総理大臣等との写真、会合出席の写真等(平成28年3月17日宇都宮地裁)

・活動状況のうち空手道選手権大会の開催に関する記事及び写真(平成30年3月27日大阪高裁)

                                        など

Ｑ2) 広報紙の中で政務活動関係とその他活動関係が併存し、これを区分できる

場合には、記事の割合により按分することでよいか。

Ａ2) 政務活動関係とその他活動関係が明確に区分できる場合は記事の割合によ

り按分することでよいが、区分できない場合は1/2の割合で按分した額を上

限に充当できる。

Ｑ3) 「議会傍聴案内のビラ作成費」や「傍聴者のためのバス借上料」などは、

政務活動費の対象とすることができるか。

Ａ3) 傍聴案内の作成などに要する経費は、議会活動報告としての意味を有する

など政務活動との関連性及び有用性を有する範囲内において、充当できる。

ただし、バスの借上料については、全国議長会の政務活動費の運用に係る

考え方（平成30年12月）によると、公職選挙法の制限に抵触する恐れがあ

ることから、政務活動費の対象としないことが適当である。
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●広報紙における政務活動費充当に適さない記載例

事例１ 後援会活動に関する記載

○○後援会入会のお願い

○○の政治活動を応援してくださる方を募集しています。

○○後援会

住所：××市×× 連絡先：××-××-××

※後援会主催の研修会等に関する記事や後援会長による挨拶など、主に後援会の会員を

読者として想定する記事も政務活動費の充当に適しません。

事例２ 政党活動に関する記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

去る４月、△△党の新たな役員に就任いたしました。△△党の政策実現のため、誠心誠

意尽力してまいります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事例３ 選挙活動に関する記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

次の□□議員選挙においては、△△党への投票をお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※議員自身の選挙や知事選挙に向けた議員の思いやその結果報告などの記事は、政務活

動費の充当に適しません。

事例４ 県議会議員選挙前における選挙活動とみなされる記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

任期である４年間の議員活動によって、○△道路の完成、○×助成事業の創設などの成

果をあげることができました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※議員自身の選挙を前に作成する広報紙については、活動実績や今後の政策目標など、

選挙準備活動と捉えられる恐れのある記事について、政務活動費の充当に適しませ

ん。平成28年11月10日広島高裁判決において、選挙前年に発行された広報紙につい

て、「４年間の活動と成果の報告や今後の政策目標を記載し、次期市議選を連想させ

る内容のものについては、選挙に向けて自身の投票を呼び掛けることを主目的として

いる」との認定により全額が違法と判示されています。

事例５ 政務活動との関連性が不明瞭な活動（私的活動等）に関する記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□□で実施されたボランティア活動に参加しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※議員野球等の政務活動ではない活動に関する記事や活動をして実感した問題点、課題

等といった政務活動との関連性を認め得る記載がない活動に関する記事は、政務活動

費の充当に適しません。
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５ 要請陳情等活動費

(1) 概 要

区   分 説     明

使   途 要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

支出の事例
・国への要望、陳情等の活動に係る交通費、宿泊費、資料印刷費、

文書通信費、資料作成費               など

適さない事例 ・県連（政党等）活動                  など

(2)主な経費の説明

《運用指針》

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交 通 費 ・ 宿 泊 費 ・ 活 動 報 告 等 に つ い て は 、 調 査 研 究 費 に 準 じ て 取 り 扱 う も の と す

る。なお、県主催の要望活動に同行するなど、主催団体の案内等で行程又は活動内容

が確認できる場合は、当該案内等の写しの提出をもって行程表又は活動内容の提出に

代えることができるものとする。

【解説】

調査研究費の交通費（56ページ）、宿泊費（59ページ）及び活動報告等（61ページ）

参照。

議員の地域のための予算確保、県政の課題解決のための中央省庁、国会議員等に対す

る要請陳情活動の際の交通費等に充当できる。

住民相談とは、住民から個別に相談を受けることを想定しており、会議として開催す

る住民相談会とは区別される。

なお、要請陳情活動の前提となる住民との意見交換など、住民の意思を把握する活動

も含まれる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 住民相談は、就職相談のようなものも対象となるか。

Ａ1) 政務活動の趣旨に沿った内容であることが必要である。

６ 会議費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途

① 議員が開催する各種会議、住民相談会等に要する経費

② 団体等が開催する研修会（視察を含む。)、講演会等への参加に

要する経費

支出の事例

・議員が行う勉強会、政策立案のための会議を含む各種打ち合わせ

等に係る会場費・機材借上費、講師謝金、文書通信費、資料印刷

費等

・企業や学校等が開催する意見交換会等への議員としての参加に係

る会議参加費、文書通信費、交通費、宿泊費       など



71

適さない事例

・飲食又は会食を主目的とする各種会合

・バー、クラブなど会合を行うのに適切な場所とは言えない場所で

の飲食

・議員が他の団体（農協、ライオンズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会

等）の役職を兼ねている場合、議員の資格としてではなく役職者

の資格としての当該団体の理事会、役員会や総会の出席

・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食

〔例「公職選挙法」（第１９９条の２）〕

寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、

講演会等の集会における食事の提供）

など

(2) 主な経費の説明

ア．交通費・宿泊費・活動報告等

《運用指針》

(1) 交通費・宿泊費・活動報告等

交通費・宿泊費・活動報告等については、調査研究費に準じて取り扱い、開催案内

等の会議内容が確認できる資料を併せて提出するものとする。なお、当該開催案内等

で行程又は会議内容が確認できる場合は、当該開催案内等の写しの提出をもって行程

表又は活動内容の提出に代えることができるものとする。

【解説】

調査研究費の交通費（56ページ）、宿泊費（59ページ）及び活動報告等（61ページ）

参照。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 議員として案内があった場合、本県関係の式典だけでなく、国・市町・公

的団体・公共性のある団体（商工会等）の式典等も対象となるか。

Ａ1) 議長は、県政に関係する各種会合、式典（学校の竣工式、道路の開通式、

入学式、表彰式等）等へ議会を代表し、公務として出席している状況を踏ま

え、議員として案内があったもので、かつ上記の公務と同内容の会合、式典

等への出席は対象となり得る。

Ｑ2) 議員の代理として事務所職員が会合等に出席した場合も、充当できるか。

Ａ2) 調査研究費等と同様に、政務活動を補助する職員の活動も対象となる。

Ｑ3) 会派が招集する会議に出席を要する経費に充当できるか。

Ａ3) 会派が政務活動に関して招集する会議も対象となり得るが、会派の政務活

動費との重複充当がないようにすること。

Ｑ4) 知事の県政報告会の会費は、対象となり得るか。

Ａ4) 当該県 政報 告会 の目 的及び 内容 が政 務活 動費の 趣旨 に適 った もので あ れ

ば、対象となり得る。

Ｑ5) 飲酒を伴う会合（会合の目的は政務活動の目的に適うもの）に参加した際

の交通費に充当できるか。

Ａ5) 特に県民の関心が高い内容であり、その参加が飲食目的ではなく、政務活

動のためであったことを説明できるようにしておく必要がある。
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交通費は実費であることが原則だが、タクシー等の場合は他の交通手段が

ないなど、合理的であるかを判断する必要がある。

Ｑ6) 国会議員の国政報告会への参加費に充当できるか。

Ａ6) 国会議員の国政報告会の内容は、政務活動に資すると考えられ、その参加

費は対象となり得る。ただし、所属する政党の報告会の場合は、政党活動に

該当することから充当できない。

Ｑ7) 挨拶だけの会合、地域の行事等への出席は、対象となるか。

Ａ7) 議員として案内があり、政務活動と認められるものであれば充当できる。

イ．会費・懇親会等の参加費

《運用指針》

(2) 会費・懇親会等の参加費

会費・懇親会等の参加費については、研修費に準じて取り扱うものとする。

【解説】

研修費の会費（63ページ）及び懇親会等の参加費（65ページ）参照。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 県又は各種団体が主催するレセプション、パーティー等の参加費に充当す

る場合、領主書のみで充当できるか。

Ａ1) 当該レセプション等の参加費への充当に当たっては、その参加が政務活動

に当たる との議 員の 判断のも と、主 催者 が発行す る領収 書の ほか、開 催案

内、式次第等の概要が確認できる参考資料を提出する必要がある。

Ｑ2) 後援会主催の会議の参加に充当できるか。

Ａ2) 全国議長会の例示（54ページ）で、選挙活動のための会合については充当

に適さないとされており、後援会主催の場合は会議の趣旨を踏まえ、慎重な

判断が求められる。

ウ．役員等を務める団体等の会合

《運用指針》

(3) 役員等を務める団体等の会合

議員が他の団体の役員等を務めている場合、当該団体の理事会、役員会又は総会へ

の出席に要する経費には充当できないものとする。また、理事会終了後の意見交換会

等の参加費についても、主たる活動が役員等の立場で行ったものであることから、充

当できないものとする。

【解説】

議員の資格としてではなく役員等の資格として当該団体の理事会、役員会、総会に出

席する場合は、全国都道府県議会議長会の例示（55ページ）のとおり、充当には適さ

ない。
【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 理事会等への出席でも、議員として意見交換したので、充当できないか。

Ａ1) 理事会等は役員等であるからこそ出席が必要なのであり、議員として意見

交換したとしても充当できない。
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なお、理事会等に引き続き同一の場所で意見交換したとしても、理事会等

出席に要した費用以外での交通費等は生じていないため、充当できない。

エ．出身校、職業、資格等により加入している団体の会合等

《運用指針》

(4) 出身校、職業、資格等により加入している団体の会合等

出身校、職業、資格等により加入している団体の会合等への出席に要する経費につ

いては、個人としての加入であり、充当できないものとする。

【解説】

議員の資格としてではなく個人としての地位により出席したものであるため、充当で

きない。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 政務活動として、過去の職業に係る関連団体との意見交換、現地視察など

にも充当できないのか。

Ａ1) 出身校、職業、資格等により個人として加入している団体でなく、当該意

見交換、現地視察等に政務活動の実態があれば、充当できる。

７ 資料作成費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

支出の事例
・議会報告会に必要となる配付資料の作成料、印刷料又は製本料、

原稿料、委託料                    など

適さない事例
・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等の経費

                            など

(2) 主な経費の説明

《運用指針》

政務活動のために必要な資料の作成に要した経費について充当できるものとする。

【解説】

資料の作成には、事務的打合せのための資料のほか、当該作成を外部に委託する場合

の委託料、原稿作成を依頼した場合の執筆者に支払う原稿料についても対象とすること

ができる。
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【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 一般質問に使用するパネルの作成経費にも充当できるか。

Ａ1) パネルのほか、一般質問に関連して議場で配付するような資料の作成経費

についても充当できる。

Ｑ2) 議員宛に届いた年賀状への答礼で、年賀葉書に県政報告を記載し発送する

場合、その葉書の購入代金に充当できるか。

Ａ2) 政務活動との関連性及び有用性からの判断が必要であり、公職選挙法に規

定された「挨拶状の禁止」に抵触しないような留意も必要である。

８ 資料購入費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途
政務活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経

費

支出の事例

・政務活動のために必要とする図書、新聞等資料（電子書籍、電子

版新聞等の電子データを含む。）の購入費又は購読費

・政務活動に関して、会員制のオンラインサービスから情報提供を

受ける場合の会費（年会費、月会費等）         など

適さない事例
・娯楽小説、政務活動のために直接必要とみなされない雑誌等の購

入費                         など

(2) 主な経費の説明

《運用指針》

図書等の購入費への充当に当たっては、領収書等に書籍名が記載されていない場合

は、当該書籍の表題及び金額が確認できる参考資料を併せて提出するものとする。

【解説】

書籍や新聞等の資料（電子書籍等の電子データを含む。）の購入及びオンラインサー

ビスにおける会費（利用料）等に充当できる。

なお、領収書等に書籍名が記載されていないものについては、当該書籍の表題及び金

額が確認できる箇所の写しを併せて提出する必要がある。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 週刊誌に政務活動のために必要な記事が掲載されている場合、この購入費

に充当できるか。また、按分が必要になるか。

Ａ1) 雑誌名だけでは政務活動に関係するものか明確でない場合、「領収書等添

付様式（様式１）」の「２．使途内容」欄に政務活動に必要な箇所を特定す

ること（例：空き家対策の特集記事、インバウンド対策として地方に求めら

れる役割の記事など）。

なお、雑誌中の記事に関しては、議員側で当該部分を分割して購入するこ

とができるようなものではないため、按分の必要はない。
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９ 事務所費

(1) 概 要

区   分 説     明

使   途 政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

支出の事例

次に掲げるような、政務活動のために使用する事務所に係る経費

・家賃

・電気代、上下水道代、ガス代、汲み取り料金、浄化槽清掃料など

の光熱水費

・駐車場代

・事務所であることを表示する看板の設置費用

・事務所の安全確保を目的とする警備に係る委託費     など

適さない事例

次に掲げるような、資産形成につながる経費及び政務活動に直接

関係のない経費

・事務所建物の購入費

・浄化槽法定検査費用、浄化槽保守点検費用

・引越費用

・火災・地震保険料

・各種経費の遅延損害金                 など

(2) 事務所の要件

《運用指針》

(1) 事務所の要件

  事務所費に政務活動費を充当できる場合の「事務所」としての要件は、下記に掲

げる事項を全て満たし、実際に政務活動に使用しているものでなければならない。

① 事務所としての外観上の形態を有し、公表していること（政務活動のために使用

する事務所として明示する看板、表札等の設置）。

② 事務所としての機能（事務スペース、応接・会議スペース、事務用備品等）を有

していること。

③ 原則、連絡要員を配置すること。ただし、事務所への電話が議員に転送されるよ

うな形態である場合は、この限りでない。

④ 賃貸による事務所の場合は、原則、議員本人が契約者となり、書面による賃貸借

契約を締結することとし、事務所が後援会等と共用の場合には、可能であれば分

離した賃貸借契約を締結すること。なお、議員と後援会等との共同契約又は議員

本人ではなく後援会等名義の契約による場合は、議員と後援会等との間で各々の

負担割合を取り決めた覚書等を締結し、当該覚書等の写しを提出すること。
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【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 「看板」や「表札」の具体的な定義は如何。

Ａ1) ［看板］

・公職選挙法第１４３条第１６項第１号に規定される「立札及び看板の類」

（いわゆる証票を貼り付けた政治活動のために使用する事務所に掲示する

看板）をいう。

・当該看 板を設 置す る場合は 、看板 １枚 に付き、 公職の 候補 者等用（ 議員

用）として県選挙管理委員会から交付される証票１枚を貼り付けるものと

する。

［公職の候補者等用の証票の例］

［表札］

・家の玄関又は事務所の入口に設置されているような一般的な表札をいう。

・表札の場合は、看板の掲示に必要な証票の貼り付けは不要。

一般的な表札とは、郵便、宅急便又は事務所への来訪者に対し、

事務所であることを表示する目的で設置するもので、世間一般で使

用されている表札の大きさ（市販品のサイズ）が目安となる。

例えば、以下の形態のものは、一般的な表札には当たらないとみ

なされる。

① 通常の表札に比較して大きいもの（看板と捉えられる可能性があ

るもの）

② 必要枚数以上に設置されているもの（複数枚を設置）

③ マンションの部屋の入口ではなく、建物の外側に設置されている

もの（集合ポストに、他のテナント入居者等と同様な表示をする

ことは差し支えない。）

Ｑ2) 事務所に連絡要員と固定電話を配置せず、携帯電話を連絡手段としている

場合は、事務所の要件を満たすことになるか。

Ａ2) 当該携帯電話の連絡先について、事務所看板に明記するなどして公表する

とともに、当該携帯電話で常時連絡が取れるような状態であれば、要件を満

たしていることとする。
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(3) 主な経費の説明

ア．使用実態に応じた充当

《運用指針》

(2) 使用実態に応じた充当

① 事務所費への充当に当たっては、賃貸借契約書の写し及び「事務所状況報告書

（様式５）」を提出し、所有形態（親族関係等）、事務所の要件、他の用途との

兼用の有無、按分割合の根拠、事務所関係経費の按分割合等を明らかにするもの

とする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必

要 で あ り 、 当 該 支 払 の 事 実 を 証 す る 書 類 （ 口 座 引 落 し さ れ た 通 帳 、 銀 行 等 振 込

書、ＡＴＭによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該

支払の相手方の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様

式５の該当箇所に記載するものとする。

なお、任期中の最初の年度に事務所の平面図、外観、内観の写真を提出するもの

とし、事務所の用途等に変更がある場合には、その都度提出するものとする。

② 事務所を選挙事務所として使用した場合は、次に掲げる期間に係る家賃等には充

当できないものとする。

  ア 無 投 票 の 選 挙 区 告示日

  イ 投票がある選挙区 告示日から投票日までの期間

【解説】

事務所費の充当に当たっては、支出証拠書類（領収書等）及び「事務所状況報告書

（様式５）」に加え、賃貸借契約書の写しの提出が必要である。
なお、自宅の一部を事務所として使用する場合には、家賃総額をまず1/2で按分し、

事務所相当部分において政務活動とそれ以外の活動を明確に区分し難い場合は、さら

に1/2の割合（全体の1/4）を限度として按分した額に充当できるものとする。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 金融機関を利用した支払でない場合、充当できないのか。

Ａ1) 契約相手方の都合により金融機関を利用した支払が困難な場合は、その理

由を「事務所状況報告書（様式５）」の該当部分に記載する必要がある。

Ｑ2) 政務活動用の事務所に利用するため、建物・土地の購入費又は事務所建設

費に充当できるか。

Ａ2) 全国都道府県議会議長会の例示（55ページ）にあるとおり、資産形成に該

当するものとして充当には適さない。

Ｑ3) 事務所の火災保険料に充当できるか。

Ａ3) 火災保険料は事務所を利用する上で必ず必要なものではないため充当でき

ない。

Ｑ4) 事務所近隣に来客用の駐車場を借りた場合、政務活動費を充当できるか。

Ａ4) 当該駐車場を政務活動のために使用するのであれば、適切な按分割合又は

按 分 割 合 が 不 明 確 な 場 合 は 1/2の 割 合 を 限 度 と し て 按 分 し た 額 に 充 当 で き

る。
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Ｑ5) 事務所の安全確保を目的とする警備に係る委託費とはどのようなものを指

すのか。

Ａ5) 以下 の要 件を 満た す 場合 にお いて 、事 務 所の 警備 を委 託す る 場合 の経費

（初期費用、月額料金等）について充当できる。

《要件》

① 政務活動に使用している事務所の安全確保が目的であり、かつ、必要性

が合理的に説明できること。

② 警備委託契約が合理的な内容及び金額であること。

《対象外経費》

① 保証料等の契約満了時に返還される費用

② 防犯カメラ等の警備機器類の購入費

Ｑ6) 警備に関する経費で充当対象外とされる警備機器の購入品目とは。

Ａ6) 防犯カメラ、センサーライト、カメラ付きインターホン、警報ベル等

Ｑ7) 賃貸事務所の改修費について、充当できるか。

Ａ7) 賃貸事務所の改修については、賃貸人による施工が適当であるため、議員

による施工への充当はできない。

イ．会派の政務活動費の充当

《運用指針》

(3) 会派の政務活動費の充当

事務所費への政務活動費の充当は議員のみを対象とし、会派は充当できないものと

する。

【解説】

交付条例では「会派に使用する交付する政務活動に要する経費」として「事務所費」

は挙げられておらず、会派の場合は事務所費には充当できない。

ウ．自宅用との分離

《運用指針》

(4) 自宅用との分離

自宅の一部を事務所として使用する場合は、自宅用と分離することを原則とするも

のとする。

【解説】

自宅の一部を事務所として使用する場合、後援会事務所等との兼用の場合と比べて、

より慎重に対応する必要があることから、自宅用と事務所用を分離することを原則とし

ている。
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【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 「自宅用と分離する」とは、どういうことか。また、自己所有物件を事務

所として使用する場合、光熱水費（事務所費）への充当は可能か。

Ａ1) 「自宅用と分離する」とは、自宅用と事務所用とで別々にメーターを設置

すること及び請求を分けて支払うことである。なお、このような分離ができ

ない場合は、総額をまず1/2で按分する。そして、事務所相当部分において

政 務 活 動 と そ れ 以 外 の 活 動 を 明 確 に 区 分 し 難 い 場 合 は 、 さ ら に 1/2の 割 合

（全体の1/4）を限度として按分した額に充当できるものとする。

エ．自己所有の事務所

《運用指針》

(5) 自己所有の事務所

自己所有（同一生計の親族名義を含む。）の場合は、事務所に係る賃借料には政務

活動費を充当できないものとする。

【解説】

平成24年10月16日金沢地裁判決において、「議員が自己所有の不動産を賃借して使

用しなければならない合理的な理由が存することや賃借料などの合理性等について適切

な反証がされて」おらず、「不動産会社との間で管理委託契約ではなく賃貸借契約を締

結した合理的な理由等が反証されていない」から違法と判示されていることによる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 親族所有物件を借り上げる場合、賃借料に充当できるか。

Ａ1) 同一生計の親族名義を含む建物ではない場合は、この手引上は禁止として

いないが、慎重に対応することが必要である。

Ｑ2) 議員の関連会社等又は政治団体（後援会）の所有物件を借り上げる場合、

賃借料に充当できるか。

Ａ2) 上記と同様、慎重に対応することが必要であり、議員の関連会社等又は政

治団体（後援会）への支援とみられないようにする必要がある。
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１０ 事務費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途 政務活動に係る事務の遂行に要する経費

支出の事例

次の掲げるものの購入等の費用

○備品の購入及び修繕

パソコン、プリ ン ター、タブレット 端 末、携帯電話、事務

机、事務椅子、コピー機、テレビ、電灯、電気スタンド、ファ

ックス、デジカメ、本棚、キャビネット、応接セット、政務活

動用の印鑑、エアコン、扇風機、ストーブ、空気清浄機（感染

防止対策を目的とするものに限る。）

○消耗品

コピー用紙、文具、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ、

来客用のお茶・コーヒー・ミネラルウォーター、電球、電池、

感染症関係の検査 キ ット、夏用防災服 、 カッパ、ゴム長靴、

安全靴、ヘルメット

○その他

電話（固定・携帯）、インターネット、事務的な作業費（電

話・インターネット工事）、ＮＨＫ・ケーブルテレビ受信料、

コピー機・自動車リース、自動車レンタル、郵送（広報に係る

ものは広聴広報費にて計上すること）

支出に

適さない事例

次の掲げるもののような資産形成につながる経費又は政務活動に

直接関係がないような環境整備としての経費

○備品の購入及び修繕

絵画、安楽椅子、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、布団、掃除

機、洗濯機、観葉植物、自動車、バイク、自転車、政務活動用

以外の印鑑、やかん、湯沸かし器、ポット、ガスコンロ、コー

ヒーメーカー、モップレンタル代、お盆、茶托

○消耗品

洗 剤 、 ゴ ミ 袋 、 レ ジ 袋 、 テ ィ ッ シ ュ 、 防 災 服 （ 夏 用 を 除

く。）、ベルト、防寒着

○その他

電報、物品保証料、民放のＢＳ・ＣＳ受信料、自動車の車検

代・保険料・修繕費用、遅延損害金
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(2) 主な経費の説明

ア．使用実態に応じた充当

《運用指針》

(1) 使用実態に応じた充当

① 事務所において設置・使用する経費（固定電話、ＦＡＸ、インターネット通信

料、ＮＨＫ受信料、ケーブルテレビ受信料、コピー機リース料、事務用品代等）

は、原則、事務所費の按分割合により按分した額を上限として充当できるものと

する。ただし、按分割合について、合理的な説明が行える場合は、この限りでな

い。

  なお、自宅の一部を事務所として使用している場合の通信費（電話、インターネ

ット等）については、可能な限り、自宅用と分離するものとし、分離ができない

場合には1/2の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

② 郵便、宅配等の経費については、政務活動とそれ以外の活動が明確に区分し難い

場合にあっては、1/2の割合を限度として按分した額に充当できるものとする。

③ 携帯電話料金については、議員１人に付き１台分までとし、1/2の割合を限度と

して按分した額に充当できるものとする。政務活動を補助する職員の使用する携

帯電話料金にも充当できるが、この場合には当該職員が別に私用の携帯電話を所

持していなければならない。

なお、議員が使用する携帯電話は、原則、議員本人名義とし、本人以外の名義で

契約せざるを得ない場合は、理由書を提出するものとする。

【解説】

原則、事務所関連の事務費・人件費は、事務所費の按分割合が適用される。ただし、

携帯電話・自動車リース等の基本的に事務所とは異なる場所で使用されるような経費に

までは適用されない。

なお、事務所関連の事務費で、事務所の按分割合と異なる按分割合の適用を合理的に

説明できる場合は、「事務所状況報告書（様式５）」の該当部分に適用する按分理由を

記載する必要がある。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 自己所有物件を事務所として使用する場合、電話料等通信費（事務費）へ

の充当は可能か。

Ａ1) 自宅部分と事務所部分で回線及び請求を分けることが望ましいが、それが

困難な場合は、総額をまず1/2で按分する。そして、事務所相当部分におい

て政務活動とそれ以外の活動を明確に区分し難い場合は、さらに1/2の割合

（全体の1/4）を限度として按分した額に充当できるものとする。

Ｑ2) 携帯電話料金への充当が１人１台に制限されているのはなぜか。

Ａ2) 政務活動において携帯電話を複数利用する必要性が想定されないため、議

員・事務所職員それぞれ１人１台までとしている。
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Ｑ3) スマホのアプリ等の利用料に充当できるか。

Ａ3) 以下に掲げる事例を参考に充当を判断する必要がある。

○充当対象となり得る事例

海外電話、契約・登録事務手数料（合理的な理由のない変更に係る手

数料を除く。）、スマホ・タブレットのカバー代、名刺管理アプリ、意

見聴取アプリ

○充当対象に適さない事例

機種変更応援プログラム利用料、グレードアッププログラム、スゴ得

コンテンツ、ｄＴＶ、ｄヒッツ、ｄマガジン、ａｕスマートパス、メロ

ディーコール等の政務活動に直接関係がないもの

イ．自家用車の経費

《運用指針》

(2) 自家用車の経費

自家用車の車検・整備費用、保険料及び維持費には充当できないものとする。

【解説】

自家用車の車検・整備費用、保険料及び維持費は、政務活動に直接必要な経費ではな

いため、充当できない。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 自家用車の整備費用や維持費とは、具体例は何か。

Ａ1) タイヤ又はオイルの交換、故障修理、洗車等に係る費用を指す。

ウ．自動車のリース

《運用指針》

(3) 自動車のリース

① 自動車のリース料については、議員１人に付き１台分（離島選挙区議員において

は、本土及び離島にそれぞれ１台分）に限り、１台当たり1/2の割合を限度として

按分した額又は４万円のいずれか低い額を上限として充当できるものとする。た

だし、下記に掲げる事項を全て満たし、実際に政務活動に使用しているものでな

ければならない。

  ア リース期間満了後は、有償・無償に関わらず、議員に所有権移転しないこと。

  イ 次に掲げる経費には充当しないこと。

  ・車検、タイヤ交換等の維持修繕等の費用（これらの経費がリース料そのものに

含まれている場合は、この限りでない。）

  ・任意保険料（任意保険料込みのリース契約の場合は、任意保険料相当額には充

当しないものとすること。）

② 自動車のリース料への充当に当たっては、領収書等とともに、リース契約書の写

しを提出するものとする。

【解説】

自動車のリース料への充当に当たっては、資産形成につながらないような注意が必要

であり、原則、リース満了後の所有権移転のないクローズドエンド方式（残価設定がな
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く、契約満了時に残価を支払う必要がない買取不可）の契約とする。

なお、自家用車との均衡を考慮し、リース料とは別に請求される形式の維持修繕費に

ついては充当できない。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) オープンエンド方式（契約時に残価を設定し、契約満了時に残価と査定価

格との差額を精算）の契約には充当できないのか。

Ａ1) オープンエンド方式では清算時に還付金を受けることが想定されるため、

以下の内容を記載した誓約書を提出することにより充当できる（２年目以降

の充当に当たっても、当初の誓約書の写しを添付すること）。

・契約満了時に所有権を移転しない（買取しない）

・契約満了の精算時に還付金が発生した場合は、精算年度に交付された政務

活動費から当該金額を減ずる

Ｑ2) 月額４万円までの自動車リースしかできないのか。

Ａ2) リース車両の選定は各議員の判断に委ねられており、月額のリース料では

なく、充当上限が４万円ということである。ただし、政務活動に直接必要の

ないような華美な車両パーツを装備している場合は、リース料から当該パー

ツ分を控除する必要がある。

事例１ 月額リース料が１０万円の場合
  月額リース料の1/2＝５万円 ＞ ４万円

  → 充当上限額は４万円（自己負担額は６万円）

事例2 月額リース料が５万円の場合
  月額リース料の1/2＝２万５千円 ＜ ４万円

  → 充当上限額は２万５千円（自己負担額も２万５千円）

Ｑ3) オープンエンド方式の契約において、リース期間満了後に車両の所有権が

議員に移転しないことをどのように証明すればよいか。

Ａ3) リース契約書にその旨が明記できる場合はその旨を明記し、清算時にリー

ス会社が証明書を発行する場合は、その写しを提出する。リース会社が証明

書を発行しない場合は、リース会社との精算時の処理状況をまとめて、理由

書として提出する。

Ｑ4) 議員本人以外の名義による自動車リースも対象となり得るか。

Ａ4) 議員本人以外の名義で契約せざるを得ない場合は、その理由書を提出する

こと。

議員本人以外の名義での契約で対象となり得るのは、以下のような場合が

想定される。

① 家族又は事務所の職員等の名義でリースした自動車について、当該名義

人が議員の政務活動を補助している実態がある場合

② 議員の関連会社等の法人の名義のリースした自動車について、当該自動

車を議員が政務活動として使用する場合又は政務活動を補助する者が当

該補助として使用する場合

なお、「議員１人に付き１台」であるため、議員本人の名義、事務所職員
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の名義及び他の事務職員の名義の自動車リース契約がそれぞれある場合は、

いずれか１台分にしか充当できない。

さらに、議員本人以外の名義の場合は、当該車両の使用実態に応じた按分

も必要となる。

Ｑ5) 離島選挙区議員においては、本土及び離島にそれぞれ１台分充当できるの

はなぜか。

Ａ5) 離島選 挙区 議員 は、 離島地 区の みな らず 、本土 地区 にお いて も政務 活 動

（各種団体の総会等への出席）を行う必要があり、仮に離島から本土にフェ

リーで車両を移送する場合、その都度移送に要する経費が必要となるほか、

予約が取れずに政務活動に支障が生じる恐れがあることから、離島選挙区議

員に限り、本土及び離島にそれぞれ１台分の自動車のリース料に充当できる

ものとしている。

エ．自動車のレンタル

《運用指針》

(4) 自動車のレンタル

年間等の長期間で自動車をレンタルする場合は、自動車のリースに準じて取り扱う

ものとする。なお、契約書等で充当できない経費が含まれていないことが確認できな

い場合は、申立書（任意様式）をもって証明するものとする。

【解説】

県外における政務活動時に単発で自動車をレンタルするような場合ではなく、年間等

の長期間にわたり自動車をレンタルする場合には、自動車リースに準じて、議員１人に

付き１台分に限り、1/2の割合を限度として按分した額のうち、月額４万円を上限とし

て充当でき（自動車リースと自動車レンタルでそれぞれ１台という趣旨ではなく、双方

併せて１台）、充当に当たっては領収書等とともにレンタル契約書の写しを提出するこ

と等が必要となる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 自動車リースのオープンエンド方式（契約時に残価を設定し、契約満了時

に残価と査定価格との差額を精算）のような理由書まで必要となるか。

Ａ1) 自動車レンタル契約では、所有権の移転及び差額精算といった概念はない

ため、そもそも理由書の作成が必要となることが想定されない。

Ａ2) 「充当できない経費」とは何か。

Ｑ2) 自動車 リー スと 同様 、「車 検、 タイ ヤ交 換等の 維持 修繕 等の 費用」 及 び

「任意保険料」である。
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オ．備品

《運用指針》

(5) 備品

① パソコン及びその周辺機器、携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ並びに

テレビについては、政務活動以外の様々な目的に使用することが多いため、政務

活 動 専 用 で は な い 備 品 （ 以 下 「 汎 用 備 品 」 と い う 。 ） と し て 取 り 扱 う も の と す

る。

② 政務活動専用の備品の場合は、10万円を取得限度額とし、その購入費の全額に充

当できるものとする。汎用備品の場合は、取得限度額を設定しないが、当該購入

費について1/2の割合を限度として按分した額又は５万円のいずれか低い額を上限

として充当できるものとする。

③ 議員及び会派ともに、原則、任期満了の６箇月前からは、価格が５万円以上の備

品の購入費への充当を控えるものとする。これに加えて、会派においては、任期

途中に解散したときは、原則、当該解散前の１箇月以内に購入した５万円以上の

備品の購入費についての充当を控えるものとする。

④ 〔会派に特化した内容のため、ここでは記載省略。〕

【解説】
議員の資産形成になるとの誤解を招かないよう、全額充当の対象となる政務活動専用

の備品については、取得限度額（10万円）を設けている。政務活動専用でない備品に

ついては取得限度額を設けていないが、充当限度額（購入費用について1/2の割合を限

度として按分した額又は５万円のいずれか低い額）を設けている。

なお、任期満了間近（半年前）及び会派解散前（１箇月以内）の備品購入については、

充当を控えることとしている。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) いくら以上のものが備品になるか。

Ａ1) 長崎県物品取扱規則第１０条第２号イにおける「１点の取得価格又は取得

時の時価評価額が５万円以上」が目安となる。

Ｑ2) 全額充当の対象となる政務活動専用の備品には、取得限度額が設けられて

いるのはなぜか。

Ａ2) 政務活動専用の備品は全額充当の対象とされており、高額と認識されるも

のに全額充当を認めることの妥当性から、税法上取得価格が10万円以上のも

のが資産計上されることを踏まえ、当該額を上限とすることとしている。

なお、高額・高性能のコピー機を利用するような場合は、購入ではなく、

リースによる対応が望ましい。

Ｑ3) 政務活動専用以外の備品に取得限度額が設けられていないのはなぜか。

Ａ3) 税法上取得価格が10万円以上のものが資産計上されることを踏まえ、購入

費用について1/2の割合を限度として按分した額又は５万円のいずれか低い

額とすることにより、取得価格の多寡にかかわらず、政務活動専用以外の備

品につい ては５ 万円 までしか 充当で きな いため、 取得限 度額 を設けて いな

い。

Ｑ4) 事務所の環境を整えるうえで、色々な環境整備のための備品を購入するこ
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ともあると思うが、充当できるものとそうでないものの違いは。

Ａ4) 支出の事例（80ページ）にあるように、政務活動に直接必要な環境整備

（応接セット、エアコン、扇風機、ストーブ、感染症対策としての空気清浄

機など）であれば、充当できる。

一方、支出に適さない事例（80ページ）にある絵画、安楽椅子等について

は、政務活動に直接必要なものとはいえないため充当できない。なお、政務

活動費を充当しないのであれば、絵画、安楽椅子等の購入までを妨げるもの

ではない。

Ｑ5) パソコンやデジタルカメラ、テレビなどは、政務活動専用備品には当たら

ないのか。

Ａ5) 当該備品は、いずれも政務活動以外での使用が見込まれる汎用備品である

ため、政務活動専用と位置付けることは困難である。

Ｑ6) 取得価格が５万円以上の備品の購入について、任期満了の６箇月前から充

当を差し控えるのはなぜか。

Ａ6) 使用中の備品の故障による買替えのような必要性を十分に説明できるもの

までも充当を控えるという趣旨ではなく、利用頻度・緊急性の低い備品を任

期満了前に駆け込み購入したと批判を受けることのないようにするという趣

旨である。

Ｑ7) スマートフォン本体の購入代金に充当はできるか。

Ａ7) スマートフォンは、その性質上、政務活動以外にも使用することが明らか

であることから、政務活動専用ではない備品として充当（充当限度額は購入

費用を1/2の割合で按分した額又は５万円のいずれか低い額）できる。

なお、分割払いであっても限度額は適用され、当該スマートフォンの分割

支払累計額が10万円に達した段階で充当できなくなる。

カ．消耗品等

《運用指針》

(6) 消耗品等

消耗品等の購入費への充当に当たっては、様式１に購入品目名を記載し、購入品目

名等が確認できるレシート、納品書等を添付するものとする。

【解説】

政務活動に直接必要ではない消耗品等の購入費にまで充当することがないようにしな

ければならない。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 切手代に充当できるか。

Ａ1) 政務活動専用として使用する場合は、「領収書等添付様式（様式１）」の

「２．使途内容」欄に使用目的を具体的に記載した上で全額に充当できる。

政務活動とそれ以外のものを同封し送付する場合などは、1/2の割合を限

度として按分した額を上限として充当できる。

なお、年度末に未使用分がある場合は、未使用分を控除した上で充当し、

控除した分は次年度以降の使用時に計上するものとする。
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Ｑ2) 名刺作成代に充当できるか。

Ａ2) 名刺は政務活動以外にも使用される汎用品のため、1/2の割合を限度とし

て按分した額を上限として充当できる。

充当に当たっては、作成名刺の表面と裏面の写しを添付すること。なお、

政務活動に関係がない名刺（政党名又は会社名のみが記載された名刺）につ

いては充当できない。

１１ 人件費

(1) 概要

区   分 説     明

使   途 政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

支出の事例
・政務活動事務所等において、政務活動を補助する職員を雇用した

場合の給料、手当、社会保険料、賃金等         など

適さない事例 ・同一生計を営む親族の雇用に係る給与・賃金       など

(2) 主な経費の説明

ア．勤務実態に応じた充当

《運用指針》

(1) 勤務実態に応じた充当

① 人件費への充当に当たっては、「職員雇用状況報告書（様式７）」を提出し、親

類関係、職務内容、雇用関係等を明らかにするものとする。

経費の支払に当たっては、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必要

であり、当該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、

ＡＴＭによる振込利用明細書等の写し）を提出するものとする。なお、当該支払

の相手方の事情等により金融機関の利用が困難である場合は、その理由を様式１

の余白に記載するものとする。

なお、親族を雇用する場合又は人件費に全額充当する場合は、原則、該当する職員

との雇用契約書[※4]の写しを提出するものとする。

※4 １～２日程度の短期雇用の場合には雇用契約書の提出は省略できるが、短期雇

用でも継続的又は反復的な場合には雇用契約書の提出が必要である。

② 人件費の按分割合について、勤務場所が事務所である場合は、原則、事務所費の

按分割合を適用する。ただし、按分割合について合理的な説明が行える場合は、

この限りでない。

③ 親族の人件費に充当する場合は、社会通念上妥当と認められる賃金水準とする。

④ 人件費に政務活動費を充当する職員については、「職員出勤簿兼勤務実績簿（様

式８）」を提出するものとする。

【解説】
充当に当たっては、「職員雇用状況報告書（様式７）」及び「職員出勤簿兼勤務実績

簿（様式８）」を提出する必要がある。

就業場所が議員事務所である場合は、原則、事務所費の按分割合が適用され、在宅勤
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務、運転業務等の事務所以外の場所で就業する場合は、この限りでない。

人件費に全額充当する際は、政務活動以外の内容が業務に含まれていないことを説明

するため、「職員出勤簿兼勤務実績簿（様式８）」の「業務の内容」欄に政務活動補助

業務の内容を記入する必要がある。

また、親族雇用の場合又は人件費への全額充当の場合には、雇用契約書の写しの提出

も必要である。

人件費の支払は、原則、金融機関の利用（口座振込、口座振替等）が必要であり、当

該支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀行等振込書、ＡＴＭによる振込

利用明細書等の写し）を提出するものとする。ただし、支払相手の都合等により、金融

機関を利用した支払方法が困難である場合は、その理由を「領収書等添付様式（様式

１）」の余白に記載するものとする。

なお、議員が職員を雇用する場合は、労働基準法、最低賃金法等の関連法令を遵守し

なければならない。

◎労働関係法規の遵守

職員を雇用する場合は、労働関係法令を遵守すること。

下表の項目を参考に必要に応じて関係機関へ問合せの上、適切な手続を行うこと。

なお、下表の内容は、今後改正される可能性があるので、注意すること。

項 目 概 要 問合せ先

所得税

（源泉徴収）

給与等の支払をする者は、その支払に係る金

額 に つ き 、 所 得 税 の 源 泉 徴 収 を 行 う 義 務 が あ

り、源泉徴収した所得税は、国に納めなければ

ならない。

管轄税務署

住民税

（給与支払

報告書）

源泉徴収義務者は、１月31日までに給与等

を受けている者の居住地の市町村に給与支払報

告書を提出しなければならない。

職員等の居住市町

労働基準

労働時間は、原則、１日に８時間、１週間に

40時 間 以 内 。 ６ 時 間 を 超 え る 場 合 は 45分 以

上、８時間を超える場合は１時間以上の休憩を

与えなければならない。少なくとも毎週１日の

休日か、４週間を通じて４日以上の休日を与え

なければならない。

管轄労働基準監督署

最低賃金

最低賃金法に基づき地域別の賃金の最低限度

額が定められており、使用者はその最低賃金額

以 上 の 賃 金 を 労 働 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な

い。

管轄労働基準監督署

健康保険

適用事業所で、常時雇用されている労働者が

対象であり、労働者が病気やけがをしたときな

どに必要な保険給付を行う制度。

管轄年金事務所

厚生年金保険
労働者が老齢、障害又は死亡の場合に国民年

金に上乗せして、給付を行う制度。
管轄年金事務所
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労災保険・

雇用保険

労災保険は全ての労働者が対象、雇用保険は

所定の労働時間を超える労働者が対象であり、

労働者が業務上の災害や通勤による災害を受け

た場合に、必要な保険給付を行う制度。

管轄労働基準監督署

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) １日限りの短期的アルバイト又は必要な時だけ来てもらう運転手について

は、雇用契約書を作成しなくてよいか。

Ａ1) １～２日程度の短期雇用の場合には雇用契約書を作成している事例が少な

いと思われるため、提出を省略できるが、短期雇用でも継続的又は反復的な

場合には雇用契約書の提出が必要である。

Ｑ2) 雇用契約書に記載する職務内容について、「政務活動補助」という程度で

よいか。

Ａ2) 経理事務、運転業務、住民相談対応など、なるべく具体的に記載すること

が望ましい。

イ．雇用関係

《運用指針》

(2) 雇用関係

人件費に政務活動費を充当する職員は、原則、直接雇用するものとする。

【解説】

原則、議員の直接雇用とするが、後援会等で雇用された職員であっても、議員の政務

活動を補助している実態があれば、当該職員の人件費への充当を妨げるものではない。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 後援会等の雇用職員の人件費に充当する場合、どのような支出証拠書類が

必要となるか。

Ａ1) 後援会等から職員の支払の事実を証する書類（口座引落しされた通帳、銀

行等振込書、ＡＴＭによる振込利用明細書等の写し）のほか、議員と後援会

等との間で支出の負担割合を定めた覚書（任意様式）又は後援会から議員宛

の人件費に係る領収書の提出が必要となる。

ウ．同一生計を営む親族の人件費

《運用指針》

(3) 同一生計を営む親族の人件費

同一生計を営む親族の人件費には充当はできないものとする。

【解説】

平成28年3月24日金 沢地裁 判決 にお いて 、「人 件費 」の 支出 の運用 基準 に対 し、

「配偶者又は親族という密接な人的関係から実態のない契約を締結したり、実態に見合

わない不適切な人件費が支出される恐れが客観的に認められるため、県議会の自主的運

用基準として、政務調査費を充当することを原則的に禁止したものと解される」と判示

されており、本県においても自主規制としているところである。
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第３ 会派交付に係るもの

１ 総論

【解説】

会派への政務活動費の交付に際しても、実費充当の原則、充当の考え方及び限度額の

定めなどの枠組みは、議員への政務活動費と同様である。

しかし、会派に交付する政務活動に要する経費には「事務所費」の項目がないが、会

派において事務所に相当するのは「議会棟内の会派執務室」であり、これとは別に「事

務所費」としての経費が必要となることが想定されないためである。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会派交付の政務活動費により所属議員に調査等を実施させる場合の取扱い

はどうなるか。

Ａ1) 例えば、調査研究活動の場合であれば、その内容を会派から議員に対して

具体的に指示したうえで、１人の議員又は複数の議員が分担して、政務活動

を実施することが想定される。

Ｑ2) 改選前後の会派の政務活動費の充当に関し、留意する点があるか。

Ａ2) 新会派が旧会派と連続性がある場合は、旧会派宛の請求に対する新会派に

よる支出について、新会派の政務活動費を充当できる。

２ 調査研究費～８ 資料購入費

【解説】

議員に係る運用指針に準ずる。

９ 事務費

(1) 概要

議員に係る運用指針に準ずる。

(2) 主な経費の説明

議員に係る運用指針に準ずる。

ただし、備品に関しては、会派は備品台帳の整備が必要となる。

《運用指針》

(5) 備品

① パソコン及びその周辺機器、携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ並びに

テレビについては、政務活動以外の様々な目的に使用することが多いため、政務

活動専用ではない備品（以下「汎用備品」という。）として取り扱うものとする。

② 政務活動専用の備品の場合は、10万円を取得限度額とし、その購入費の全額に充

当できるものとする。

汎用備品の場合は、取得限度額を設定しないが、当該購入費について1/2の割合
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を限度として按分した額又は５万円のいずれか低い額を上限として充当できるも

のとする。

③ 議員及び会派ともに、原則、任期満了の６箇月前からは、価格が５万円以上の備

品 の 購 入 費 に つ い て の 充 当 を 控 え る も の と す る 。 こ れ に 加 え て 、 会 派 に お い て

は、任期途中に解散したときは、原則、当該解散前の１箇月以内に購入した５万

円以上の備品の購入費についての充当を控えるものとする。

④ 会派の政務活動費を充当した備品のうち、以下のものについては、任期開始から

任期満了又は会派解散まで「備品台帳（様式６）」を作成・管理し、毎年度収支

報告書とともに提出するものとする。

  ア 取得価格が５万円以上のもの

  イ 保管場所から持ち出して使用する機会が多いデジタルカメラ、タブレット端末

及びノートパソコン

  ウ 旧会派からの引継備品

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 取得価格が５万円以上の備品の購入について、会派解散の１箇月前から充

当を差し控えるのはなぜか。

Ａ1) 使用中の備品の故障による買替えのような必要性を十分に説明できるもの

までも充当を控えるという趣旨ではなく、利用頻度・緊急性の低い備品を任

期満了前に駆け込み購入したと批判を受けることのないようにするという趣

旨である。

Ｑ2) 台帳管理を要する備品に、デジタルカメラ、タブレット端末、ノートパソ

コンが含まれているのはなぜか。

Ａ2) 県物品取扱規則を参考に、デジタルカメラ、タブレット端末、ノートパソ

コン等の電子機器について、台帳管理を要することとしている。

Ｑ3) 備品台帳の管理期間が「任期開始から任期満了又は会派解散まで」となっ

ているのはなぜか。

Ａ3) 会派は、任期開始時点で結成され、任期満了に伴って自動的に消滅すると

されていることから、備品台帳の管理期間を「任期開始から任期満了又は会

派解散まで」としている。

しかし、現実的に新会派が旧会派と連続性があることも多く、新会派にお

いては旧会派からの引継備品を含めた記入を求めており、毎年度、収支報告

書とともに備品台帳の全部を提出する必要がある。

Ｑ4) 旧会派において台帳管理していた備品について、どの会派にも引き継がれ

ない場合、どのように取り扱えばよいか。

Ａ4) 旧会派において台帳管理していた備品は、いずれかの会派に引き継ぎがさ

れることが望ましい。

いずれの会派にも引き継がれない場合で、旧会派に所属していた議員が現

職である場合は、当該議員に引き継ぐことも可能である。この場合、台帳上

では当該議員に引継ぎをした旨を記載して台帳を閉める必要がある。

いずれの会派又は議員にも引き継がれなかった備品については、議会事務

局に移管し、その旨を記載して台帳を閉める必要がある。
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Ｑ5) 議員個人は、備品台帳の整備が必要ないのか。
Ａ5) 備品台帳の整備は、会派に対してのみ課されているため、議員が政務活動

費を充当した備品については、備品台帳の整備は必要ない。

１０ 人件費

(1) 概要

議員に係る運用指針に準ずる。

(2) 主な経費の説明

議員に係る運用指針に準ずる。

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会派で雇用する事務職員の人件費の全額に充当できるか。

Ａ1) 職員の事務が政務活動に関するもののみということであれば、全額が充当

対象になり得る。

しかし、平成24年1月31日福岡高裁において、「議員控室の設置目的や所

属議員の議員活動の状況等をもって、直ちに議員控室における執務が全て政

務調査に関連しているとまでは認めることができず、また、職員が議員控室

でマスコミ対応や市民の訪問や電話の対応を行っており、政務調査事務のみ

に専従できたとは考え難いため、議員控室では政務調査以外の活動にも使用

されていたとして、社会通念に従った按分割合で政務調査費の支出額を確定

することが条理に適う」と判示されていることもあり、慎重な判断が求めら

れる。
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第４ その他

１ 税関係

(1) 所得税・課税

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 政務活動費の所得税法上の取扱いがどうなっていて、確定申告の必要性は

あるか。

Ａ1) 政務活動費は、「所得税の課税上、雑所得の収入金額となる。雑所得の金

額は、１年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算をするが、

この収入金額から政治活動のための支出を含む必要経費の総額を差し引いた

残額があれば、それは課税の対象となり、残額がない場合には課税関係は生

じない」（平成２４年８月７日衆議院総務委員会）とされている。

政務活動費は、交付総額から支出総額を控除して残余がある場合は返還が

必要（条例第１２条）とされ、所得税の課税対象となる残額は生じないし、

確定申告の必要性もない。

Ｑ2) 会派は、課税対象団体となるか。

Ａ2) 会派は「人格なき社団」であり、「人格なき社団」は原則非課税で、収益

事業の範囲において課税されることになる。

よって、会派が収益事業を実施していない場合は、課税されない。

(2) 法人住民税

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会派は、法人県民税（均等割）及び法人市町村民税（均等割）の納付義務

があるか。

Ａ1) 地方税法第２４条第１項第４号で都道府県民税の納税義務者は、「道府県

内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は

管理人の定めがあるもの」と規定されている。

総務省都道府県税課によると、会派は県有財産の提供を受けている議会内

団体であり、事務所を有するという要件を満たしていないので、課税対象に

はならないとされている。

(3) 消費税

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 収支報告書に計上する際は、税込み又は税抜きのどちらになるか。

Ａ1) 税込みで計上する必要がある。
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２ 活動費の精算

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 月当たりの交付額に対して残余がある場合、返還する必要があるか。

Ａ1) 政務活動は月当たりの交付額が定められているが、収支清算は年度分で実

施する（条例第１２条）とされ、月毎の返還の必要はない。

３ 収支報告書

(1) 証拠書類

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会派 にて 支出 した 経 費に つい て、 領収 書 の宛 名が 議員 個人 名 であ った場

合、充当はできるか。

Ａ1) 会派としての活動であるとの実態があれば、領収書等の宛名が個人名であ

っても充当できる。

(2) 帳簿

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会計帳簿等は、どのようなものを整備すればよいか。

Ａ1) 政務活動費関係では「会計帳簿（様式９）」と支出証拠書類であり、整備

が望ましい帳簿類としては、預金・現金出納簿、賃金等支払台帳がある。

(3) 議員死亡

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 議員死亡時の収支報告書の提出及び返還の事務手続は、どうなるか。

Ａ1) 相続人において収支報告書の提出及び残余額の返還手続が必要となる。

Ｑ2) 議員死亡に伴う一人会派の解散の場合、上記の手続は、どうなるか。

Ａ2) 議員交付分と同様に相続人による対応が必要となる。

４ 会派の結成・異動・解散

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 会派の結成・異動・解散の際の手続は、それぞれどうなるか。

Ａ1) ・会派の結成…代表者及び政務活動費経理責任者を定め、会派結成届を議長

に提出。会派結成届の提出月の翌月以降の政務活動費について請求書を知

事に提出。

・会派の異動（名称・代表者・経理責任者・所属議員数の変更）…会派異動

届を議長に提出。所属議員数の変更の場合には異動が生じた月の翌月分か

らの政務活動費にて調整。

・会派の解散…会派解散届を議長に提出。解散月の翌月以降の政務活動費を

速やかに返還するとともに、解散日の翌日から起算して３０日以内に収支

報告書を提出し、残余があれば返還。
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Ｑ2) 任期途中での会派解散の場合、いつまでの費用に充当できるか。

Ａ2) 解散日までに実施した政務活動の経費（相手方からの請求は後日でも可）

に充当できる。

５ 議長の調査権

【運用に係るＱ＆Ａ】

Ｑ1) 議長はどのようにして調査を行うのか。

Ａ1) 議長の調査内容としては、

①政務活動と会計帳簿の記録の照合

②会計帳簿における支出内容が使途基準に適合しているかの確認

③支出証拠書類と会計帳簿との照合

などが挙げられ、必要に応じて事務所の現地確認、領収書の原本の確認等を

実施する。

調査の結果必要があると認めるときは、会派又は議員に対し是正等の措置

を講ずるよう指導し、又は勧告することになる。

勧告を受けた会派又は議員が正当な理由なく当該勧告に応じない場合は、

十分な弁明の機会を与えた上で、是正措置を命ずることになる。

なお、収支報告書に疑義がある事案、政務活動費の運用・是正指導等の妥

当性に関して、議長は第三者機関にする専門的な指導・助言を仰ぐことがで

きる。

Ｑ2) 第三者機関は、具体的にどういうもので、どういう場合に活用するのか。

Ａ2) 収支報告書に疑義がある事案、政務活動費の運用・是正指導等の妥当性に

関して、弁護士、公認会計士及び大学教授の３名で構成された第三者機関に

専門的な指導・助言を仰いでいる。

Ｑ3) 予算の執行に関する知事の調査権との兼ね合いはどうなるか。

Ａ3) 予算の適正な執行の観点から一般的に知事の調査・検査の権限が及ぶ。

６ 一部書類の事前確認

政務活動費の適正な執行を確保するため、議長は議員に対し、四半期毎の支出証拠書

類の提出を要請する。

会派の代表者は、議長の調査が円滑に実施できるよう、未提出の所属議員に対し督促

等の協力を行うものとする。

  (期間)     (提出時期)

  ４～６月分     ７月末

  ７～９月分    １０月末

１０～１２月分     １月末

  １～３月分    年度提出期限
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７ 経費区分

経費区分について下表を参考とすること（各経費区分に対して、下表の○印の充当が

想定される)。

【参考】経費区分表

       経費

充当内容

調

査

研

究

費

研

修

費

広

聴

広

報

費

要
請
陳
情
等
活
動
費

会

議

費

資

料

作

成

費

資

料

購

入

費

事

務

所

費

事

務

費

人

件

費

交通費 ○ ○ ○ ○ ○

宿泊費 ○ ○ ○ ○ ○

文書通信費 ○ ○ ○ ○ ○ ○

会費(*1) ○ ○ ○

備品購入費(*2) ○

資料印刷費(*3) ○ ○ ○ ○ ○

資料購入費(*4) ○

会場費・機材借上費 ○ ○ ○

講師謝金 ○ ○

委託料 ○ ○ ○

原稿料 ○

事務所費(*5) ○

人件費(*6) ○

(*1) 研修、会議等に参加する経費等

(*2) 事務用品、消耗品等の購入及び維持に係る経費等

(*3) 広報紙、報告書の印刷・製本に係る経費等

(*4) 書籍購入代、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等

(*5) 事務所の賃借料、管理運営費等

(*6) 給料、手当、社会保険料、賃金等
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第５ 会計処理

１ 会計帳簿等の整理保管

(1) 保管期間の定め

会派の政務活動費経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調

製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政

務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存

しなければならない。（交付規程第６条）

よって、会派の解散等による消滅の場合でも、保存を義務付けられている経理責任者

（議員）は、保存期間が経過するまで証拠書類等を保存しなければならない。

２ 会計帳簿等の整備

(1) 会計帳簿

交付規程第６条に規定する会計帳簿として、この運用指針の様式９により整備し、収

支報告書と併せて提出すること。

(2) 支出証拠書類

ア．支出証拠書類

支出証明書類は、領収書、受領書、振込受領書その他これに類する書類である。

イ．支払の年度区分・月区分

原則、領収書等の発行日で整理。ただし、以下に掲げる処理ができるものとする。

【支払時点のイメージ図】

① 交付年度（現年度）の政務活動として実施したが、その経費の支払が年度を越え

たもの（領収等発行日が収支報告書提出期限前）については、交付年度（現年度）

分として計上。

２月 ３月 ５月 ６月 支払年度区分

イメージ１ 現年度

イメージ２ 現年度

イメージ３ 現年度

イメージ4 新年度

イメージ5 新年度

イメージ6
・現年度（現年度3月分）

・新年度（新年度4月分以降）

４月

利用期間

請
求

支
払

新年度 収支報告書
提出期限

利用期間

利用期間

利用期間

利用期間

請
求

請
求

請
求

支
払

支
払

利用期間（１年間）
請
求

支
払

支
払

請
求

支
払

現年度
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事例１ 電話代、電気代、ガス代等（令和７年３月５日～４月４日の利用分）
    利用月  令和７年３月

    請求月  令和７年４月        令和６年度分（利用年度）

    支払月  令和７年４月        の支出として整理

         （年度提出期限までに支払）

② 年度を越える利用に伴う経費について前払いした場合、対象年度（利用・履行年

度）ごとに按分して計上（次年度以降は同領収書を添付し、該当期間を「領収書

等添付様式（様式１）」の「使途内容」欄に記載）。

事例２ 定期刊行物の年間購読料         ［令和６年度分］
    購読期間 令和６年１０月～令和７年９月  令和６年１０月～

    請求月  令和６年１０月        令和７年３月の６箇月分

    支払月  令和６年１０月        ［令和７年度分］

                         令和７年４月～９月の

                         ６箇月分

ウ．領収書等の添付方法

○「領収書等添付様式（様式１）」に１回分の政務活動に係る旅行費、同一月の複数の

新聞代等をまとめて貼付することもできるが、領収書が重ならないよう留意すること。

○様式１は、Ａ４片面コピーで提出すること（ホッチキス留め、クリップ留め不可）。

○下記の手順を参考に整理すること。

① 様式１に領収書を貼付、支出項目、使途内容、按分割合、算定式、充当額を記入

（電気代、水道代等の定例的な支払は、様式１の「使途内容」欄に「○○代△月

分」など明示すること）。

② 項目別に区分したうえで、日付順に並べる。

③ 全体の並びは、収支報告書の項目順（調査研究費→研修費→広聴広報費→要請陳

情等活動費→会議費→資料作成費→資料購入費→事務所費→事務費→人件費）

《支出証拠書類等の項目別整理例》
領収書添付
※手引様式１

（項目順＆日付順）

契約書、覚書、活動報
告書など

各様式
※手引様式２～８の

うち提出するもの

会計帳簿
※手引様式９

収支報告書
※様式第２号別紙
（条例第１０条関係）

収支報告について
※様式第２号
（条例第１０条関係）
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【運用に係るＱ＆Ａ】
Ｑ1) 口座引落、クレジット払い又はキャッシュレス決済の場合、何を証拠書類と

すればよいか。

Ａ1) ・口座引落…議員（会派）の口座から引き落とし箇所の通帳の写しを提出。

・クレジット払い…原則、決済方法を一括払いとし、クレジットカード売上票

又は利用 明細書 の写 しを提出 。計上 日は 当該売上 票等の 発行 日とする 。な

お、口座引き落とし通帳の写しの提出は必要ではないが、収支報告書の保存

期間と同一の期間、会派及び議員は保管しなければならない。

・電子マネー、ＱＲコード等のキャッシュレス決済…決済額における実費を合

理的に示すことができる資料を提出。

※カード会社の利用明細書等に購入品が記載されていないときは、購入商品の

合計額及び内訳が示された資料を併せて提出する必要がある。

※提出資料（通帳の写し等）に政務活動と無関係な取引、個人情報への配慮が

必要なもの（カード番号等）については、当該箇所を黒塗りして提出ができ

る。

Ｑ2) 給油時など宛名の記載がないレシートの場合は、どうすればよいか。

Ａ2) 議員が利用したことが確実な場合は、それを自己証明する観点から、当該レ

シートに議員側で記名し、支出証拠書類とすることができる。

Ｑ3) 「領収書等添付様式（様式１）」に領収書を貼付する際、当該領収書のサイ

ズが大きくて枠に収まらないような場合、どのようにすればよいか。

Ａ3) 領収書の写しのサイズを縮小するなどして貼付してよい。

ただし、領収書を複数添付する場合は、重ならないようにすること。
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Ｑ4) 政務活動と後援会活動が混在しており、後援会等宛ての領収書の場合、証拠

書類はどのようなものの添付が必要か。

Ａ4) 政務活動と後援会活動が混在しており、後援会宛の領収書の場合、以下の覚

書方式又は領収書方式のいずれかによることが可能であるが、原則、覚書方式

とすること。

・覚書方式…議員 と 後援会等との間で 支 出に係る負担割合 を 取り決めた覚書

（任意様式。42ページ参照。）を締結し、当該覚書及び取引先から後援会等

宛の領収書の写しを提出。

・領収書方式…取引先から後援会等宛の領収書の写しとともに、後援会から議

員宛の領収書の写しを提出。
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第６ 資料集

１．地方自治法（昭和２２年法律第６７号）〔抄〕

第１００条［政務活動費関係］

⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他

の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対

象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例

で定めなければならない。

⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該

政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもつて議長に報告す

るものとする。

⑯ 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものと

する。



102

２．政務活動費の交付に関する条例（平成１３年長崎県条例第３５号）

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項から第

１６項までの規定に基づき、長崎県議会（以下「議会」という。）の議員（以下「議員」

という。）の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会におけ

る会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」という。）及び議員に対し、政務

活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

（政務活動費を充てることができる経費の範囲）

第２条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、

住民相談、各種会議への参加等により県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映

させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」とい

う。）に要する経費に充てることができるものとする。

２ 政務活動に要する経費は、会派にあっては別表第１に、議員にあっては別表第２に定

めるとおりとする。

（政務活動費の交付対象）

第３条 政務活動費は、議会の会派及び議員の職にある者（月の初日に在職する者に限

る。）に対し交付する。

（会派に係る政務活動費）

第４条 会派に係る政務活動費は、月額４万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額

とする。

２ 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。この場合にお

いて、同一議員について重複して各会派の所属議員に含めることができない。

３ 月の途中における議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派

からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合において、これらの事由が生じた

日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみな

す。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

（議員に係る政務活動費）

第５条 議員に係る政務活動費は、月額２６万円とする。

２ 月の途中における議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散が

あった場合において、これらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付について

は、これらの事由が生じなかったものとみなす。

（会派の届出）

第６条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代

表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、会派結成届を別に定める様式に

より作成し、議長に提出しなければならない。

２ 前項の会派結成届の内容に異動が生じたとき又は会派を解散したときは、その代表者

は、会派異動届又は会派解散届を別に定める様式により作成し、議長に提出しなければ

ならない。

（会派等の通知）

第７条 議長は、前条第１項の規定により会派結成届が提出された会派又は政務活動費の

交付を受ける議員について、毎会計年度４月５日までに、別に定める様式により知事に



103

通知しなければならない。

２ 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出さ

れたとき又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに知事に通知し

なければならない。

（政務活動費の交付決定）

第８条 知事は、前条の規定による通知に係る会派又は議員について、政務活動費の交付

の決定を行い、当該会派の代表者又は当該議員に通知しなければならない。

（政務活動費の請求及び交付）

第９条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期（４月を

起算月とする毎３箇月を一の四半期とする。以下同じ。）の最初の月の５日（その日が

県の休日に当たるときは、その翌日）までに、別に定める様式により、当該四半期に属

する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一の四半期の途中において議

員の任期が満了するときは、任期満了の日の属する月までの月数分を請求するものとする。

２ 一の四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき又は選挙により議員が当選

したとき（繰上補充又は再選挙による場合を含む。）は、当該会派の代表者又は当該議

員は、当該結成に係る第６条第１項の会派結成届が提出された日又は当該議員の任期開

始の日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、当月）分以降の政務活動費

を請求するものとする。

３ 知事は、前２項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

４ 一の四半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合には、当該会派に既

に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、当月）分から調整する。

５ 一の四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該会派

が消滅した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、当月）分以降の政務

活動費を速やかに返還しなければならない。

６ 議員又はその相続人は、一の四半期の途中において辞職、失職、死亡若しくは除名又

は議会の解散により議員の職を失ったときは、その職を失った日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは、当月）分以降の政務活動費を速やかに返還しなければな

らない。

（収支報告書）

第１０条 会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下「収

支報告書」という。）を、会派にあっては様式第１号、議員にあっては様式第２号によ

り作成し、年度終了日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

２ 会派の代表者は、会派が消滅した場合（議員の任期満了により消滅した会派が、当該

任期満了による一般選挙により当該任期満了の日の翌日に再び同一名称の会派を結成し

た場合を除く。）には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月ま

での収支報告書を、様式第１号により作成し、会派が消滅した日の翌日から起算して

３０日以内に議長に提出しなければならない。

３ 議員又はその相続人は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散に

より議員の職を失った場合（任期満了により議員でなくなった者が、当該任期満了によ

る一般選挙により当該任期満了の日の翌日に再び議員となった場合を除く。）には、第

１項の規定にかかわらず、その職を失った日の属する月までの収支報告書を、様式第２
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号により作成し、その日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

４ 前３項の収支報告書には、政務活動費に係る支出の領収書その他の証拠書類の写し

（以下「領収書等」という。）を添付しなければならない。

（議長の調査）

第１１条 議長は、政務活動費の適正な使用を確保するため、前条の規定により収支報告

書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

２ 議長は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、会派又は議員に対し是正等の

措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

３ 前項の規定による勧告を受けた会派又は議員が正当な理由なく当該勧告に応じない場

合は、議長は、理由を付した文書によって前項の措置を命ずることができる。

４ 議長は、前項の規定による命令を行う場合には、当該会派又は議員に対して十分な弁

明の機会を与えなければならない。

５ 第３項の規定による命令があった場合には、当該収支報告書は、当該命令に従って修

正されたものとみなす。

（政務活動費の返還）

第１２条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、

当該会派又は議員がその年度内に行った政務活動費による支出（第２条に規定する政務

活動に要する経費に適合する支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合には、当

該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

（収支報告書の保存及び閲覧）

第１３条 議長は、収支報告書及び領収書等を第１０条第１項、第２項又は第３項に規定

する提出期限の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び領収書等の閲

覧を請求することができる。

３ 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書及び領収書等に記載され

ている情報のうち、長崎県情報公開条例（平成１３年長崎県条例第１号）第７条に掲げ

る不開示情報を除き、閲覧に供するものとする。

（透明性の確保）

第 1４条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努め

るものとする。

（委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の

定めるところによる。

   附 則

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。

※以下、改正附則省略。
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別表第１ 会派に交付する政務活動に要する経費（第２条関係）

経  費 内          容

調査研究費
会派（所属議員を含む。以下同じ。）が行う県の事務、地方行財政

等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要する経費

研 修 費

１ 会派が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要

する経費

２ 団体等が開催する研修会（視察を含む。）、講演会等への所属

議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費 会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等

活動費
会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会 議 費

１ 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加

に要する経費

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要す

る経費

事 務 費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人 件 費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第２ 議員に交付する政務活動に要する経費（第２条関係）

経  費 内          容

調査研究費
議員が行う県の事務 、地方行財政等に関 する調査研究（視察 を含

む。）及び調査委託に要する経費

研 修 費

１ 議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要

する経費

２ 団体等が開催する研修会（視察を含む。）、講演会等への議員

及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費 議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等

活動費
議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会 議 費

１ 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要す

る経費

資料作成費
議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要す

る経費

資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要す

る経費

事 務 所 費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事 務 費 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
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様式第１号（第１０条関係）

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                       会 派 名

                       代表者名

年度政務活動費に係る収支報告について

長崎県政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）に基づき、別紙

のとおり   年度政務活動費収支報告書を提出します。

（別紙）

年度政務活動費収支報告書

                       会 派 名

１ 収  入

    政務活動費          円

２ 支  出

                               （単位：円）

項  目 支 出 額 備   考

調査研究費

研 修 費

広聴広報費

要請陳情等活動費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

事 務 費

人 件 費

合   計

３ 残  余

              円

（注） 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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様式第２号（第１０条関係）

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                       氏  名

年度政務活動費に係る収支報告について

長崎県政務活動費の交付に関する条例第１０条第１項（第３項）に基づき、別紙

のとおり   年度政務活動費収支報告書を提出します。

（別紙）

年度政務活動費収支報告書

                       氏  名

１ 収  入

    政務活動費          円

２ 支  出

                               （単位：円）

項  目 支 出 額 備   考

調査研究費

研 修 費

広聴広報費

要請陳情等活動費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合   計

３ 残  余

              円

（注） 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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３．政務活動費の交付に関する規程（平成１３年長崎県議会告示第１号）

（趣旨）

第１条 この規程は、長崎県政務活動費の交付に関する条例（平成１３年長崎県条例第３

５号。以下「条例」という。）に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（会派結成届等）

第２条 条例第６条の様式は、次に掲げる区分により、それぞれ該当各号に定めるところ

によるものとする。

(1) 会派結成届 様式第１号

(2) 会派異動届 様式第２号

(3) 会派解散届 様式第３号

（会派及び議員の通知）

第３条 条例第７条の様式は、様式第４号によるものとする。

（政務活動費の請求）

第４条 条例第９条第１項の様式は、様式第５号及び様式第６号によるものとする。

（収支報告書の写しの送付）

第５条 議長は、条例第１０条の規定により収支報告書及び領収書等が提出されたときは、

その写しを様式第７号により知事に送付するものとする。

（証拠書類等の整理保管）

第６条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿

を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を

当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日ま

で保存しなければならない。

（収支報告書の閲覧）

第７条 条例第１３条第２項の規定による収支報告書及び領収書等の閲覧は、当該収支報

告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して６０日を経過した日の翌日（その日が

長崎県の休日を定める条例（平成元年長崎県条例第４３号）第１条第１項に規定する県

の休日に当たるときは、その日の翌日）からすることができるものとする。

２ 条例第１３条第２項の規定による収支報告書及び領収書等の閲覧の請求は、様式第８

号により作成した収支報告書閲覧請求書を提出して行うものとする。

３ 条例第１３条第２項の規定による収支報告書及び領収書等の閲覧は、議会の議長が指

定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

４ 収支報告書及び領収書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことはできない。

５ 収支報告書及び領収書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしては

ならない。

６ 第２項から前項までの規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧

を禁止することができる。

７ 前各項に定めるもののほか、条例第１３条第２項の規定による収支報告書及び領収書

等の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

   附 則

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。

※以下、改正附則省略。
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様式第１号（第２条関係）

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                       会 派 名

                       代表者名

会 派 結 成 届

長崎県政務活動費の交付に関する条例第６条第１項の規定により、下記のとおり

届け出ます。

記

１ 会派の名称

２ 代表者の氏名

３ 政務活動費経理責任者の氏名

４ 所属議員数

５ 所属議員氏名 別紙名簿のとおり

様式第２号（第２条関係）

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                       会 派 名

                       代表者名

会 派 異 動 届

長崎県政務活動費の交付に関する条例第６条第２項の規定により、下記のとおり

届け出ます。

記

１ 異動年月日

２ 異 動 内 容

区  分 新 旧

会派の名称

代表者の氏名

政務活動費

経理責任者の氏名

所属議員数

異動のあった

所属議員氏名

（新たに所属した議員氏名） （所属議員でなくなった議員氏名）
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様式第３号（第２条関係）

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                       会 派 名

                       代表者名

会 派 解 散 届

長崎県政務活動費の交付に関する条例第６条第２項の規定により、下記のとおり

届け出ます。

記

１ 解散した会派の名称

２ 解散した年月日

様式第４号（第３条関係）

年  月  日

長崎県知事

         様

                    長崎県議会議長

                    氏名

           政務活動費の交付を受けようとする

           会派及び議員について

長崎県政務活動費の交付に関する条例第７条の規定により、政務活動費の交付を

受けようとする会派及び議員について下記のとおり通知します。

記

(1) 会派について

   別紙会派結成（異動、解散）届のとおり

(2) 議員について

   別紙議員名簿のとおり
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様式第５号（第４条関係）

年  月  日

長崎県知事

         様

                       会 派 名

                       代表者名

年度政務活動費請求書

長崎県政務活動費の交付に関する条例第９条第１項の規定により、下記のとおり

政務活動費を請求いたします。

記

１ 金        円

   ただし、  年  月分～  年  月分（所属議員数  名）

２ 所属議員氏名

   別添名簿のとおり

様式第６号（第４条関係）

年  月  日

長崎県知事

         様

                       氏  名

年度政務活動費請求書

長崎県政務活動費の交付に関する条例第９条第１項の規定により、下記のとおり

政務活動費を請求いたします。

記

１ 金        円

   ただし、  年  月分～  年  月分
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様式第７号（第５条関係）

年  月  日

長崎県知事

         様

                    長崎県議会議長

                    氏名

政務活動費収支報告書（写）の送付について

長崎県政務活動費の交付に関する規程第５条の規定により、    年度政務

活動費収支報告書の写しを別添のとおり送付します。

様式第８号（第７条関係）

収支報告書閲覧請求書

年  月  日

長崎県議会議長

         様

                  住所又は所在地

                   氏 名 又 は 名 称

                   （代表者氏名）

                   連  絡  先

                   （電話番号            ）

会 派 異 動 届

長崎県政務活動費の交付に関する条例第１３条第２項の規定により、次のとおり

収支報告書の閲覧を請求します。

閲覧を請求する報告書        年度政務活動費収支報告書
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４．長崎県議会政務活動費協議会設置要綱

（目的）

第１条 この要綱は、議長のもとに、政務活動費の使途に関し専門的知見を有する者によ

り構成される長崎県議会政務活動費協議会（以下「協議会」という。）を設置し、もっ

て客観的視点を導入することにより、長崎県政務活動費の交付に関する条例（平成１３

年長崎県条例第１号。以下「条例」という。）第１４条の規定の趣旨に則り、政務活動

費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性を確保することを目的とする。

（組織）

第２条 協議会の構成員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちから３

名以内を議長が委嘱する。

① 公認会計士

② 弁護士

③ 大学教授

④ その他議長が必要と認める者

２ 委員は、議長の求めに応じて、第３条及び第４条の規定に定める事務に従事する。

（収支報告書の調査等）

第３条 議長は、条例第１１条の規定により調査等を行う収支報告書の内容に対する条例

第２条の規定への適合性又は条例第１１条の規定による是正指導の妥当性等について、

協議会又は委員に対し、意見を求めることができる。

２ 前項においては、議長が条例第１０条の規定による収支報告書並びに政務活動費に係

る支出の領収書その他の証拠書類の写し及び議長が必要と認める書類を協議会又は委員

に提示することによって行う。

（政務活動費制度に対する提言）

第４条 議長は、政務活動費の運用等にかかる制度全般について、協議会に対し、提言を

求めることができる。

（秘密保持）

第５条 委員は、この要綱に定める事務を果たす上で知り得た会派及び議員の政務活動、

政治活動、後援会活動その他の活動並びに個人情報であって公にされていないものにつ

いて、議長の許可なく公表、開示及び漏えいを行ってはならない。第２条第１項の規定

による委嘱を解かれた後も、また、同様とする。

（費用等）

第６条 委員が第３条及び第４条の規定に定める事務を履行した場合、知事は、別に定め

る基準に基づき予算の範囲内において、委員に対して謝金及び旅費を支払うものとする。

（庶務）

第７条 委員に関する庶務は、議会事務局政務調査課において処理する。

（雑則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

   附 則

（施行期日等）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の政務活動費から適用する。



Ⅳ.直近の手引の主な見直しの概要
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